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これまでの取組と評価 

本県では、平成23年11月に「岡山県自殺対策基本計画（平成23年度～27年度、以下「第

１次計画」という。）」を、平成28年３月に「第２次岡山県自殺対策基本計画（平成28年

度～令和２年度、以下「第２次計画」という。）」、令和３年３月に「第３次岡山県自殺

対策基本計画（令和３年度～令和７年度、以下「第３次計画」という。）」を策定し、自

殺対策に取り組んできました。 

 

（第１次計画） 

第１次計画においては、計画の目標を「自殺の少なさ全国１位」とし、数値目標として

「自殺死亡率 15.0以下を目指す」と設定しました。 

 

（第２次計画） 

 第２次計画においては、本計画における自殺対策の数値目標を自殺死亡率と定め、「自

殺者数が急増した平成９年以前の水準まで低下させることを目指し、平成 32年までに自殺

死亡率 14.4以下、全国１位を目指す」とする目標を設定しました。また、本県における中

高年男性の自殺が多かったことから、「平成 32 年までに 50 歳未満の自殺死亡率 12.3 以下

にする」との目標もあわせて設定しました。 

 

（第３次計画） 

平成 30 年の 50 歳未満の自殺死亡率は 10.9 で、第２次計画において目標としていた 50

歳未満の自殺死亡率 12.3 以下を達成したことから、第３次計画では、「令和７年までに、

自殺死亡率 13.0以下」を目標に設定しました。また、第３次計画では、新たに「これまで

の取組と評価」を項目に追加し、さらに「自殺防止のための施策等」について「基本施策」

と「重点施策」に区分することで、計画の進捗状況の評価を行うとともに、本県の実情に

応じた対策を検討することにより、一層効果的な自殺対策の推進を図りました。 

その結果、令和２年の自殺死亡率は 13.8 と、第３次計画の数値目標として掲げている

「自殺死亡率 13.0以下」に迫りましたが、令和３年は新型コロナウイルス感染症拡大の影

響などにより自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことで、自殺者数及び自殺死亡

率も増加に転じました。自殺者数及び自殺死亡率ともに令和４年以降は減少傾向にあるも

のの、第３次計画で掲げている「令和７年までに 13.0以下にする」という目標の達成は見

通せない状況です。 

  

資 料 １－１ 
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表１ 自殺者数および自殺死亡率の年次推移 

 

 

注) 令和６年（2024）人口動態統計の結果は、令和７年（2025）９月下旬に公表見込のため空欄としている。 

  

総数 死亡率 全国順位 男 女 総数 死亡率 男 女
（人） （人口10万対） （少ない方から） （人） （人） （人） （人口10万対） （人） （人）

H6 302 15.6 17 199 103 20,923 16.9 14,058 6,865
H7 253 13.1 1 171 82 21,420 17.2 14,231 7,189
H8 307 15.8 8 193 114 22,138 17.8 14,853 7,285
H9 361 18.6 23 247 114 23,494 18.8 15,901 7,593
H10 417 21.4 6 298 119 31,755 25.4 22,349 9,406
H11 433 22.2 8 315 118 31,413 25.0 22,402 9,011
H12 378 19.5 2 253 125 30,251 24.1 21,656 8,595
H13 411 21.2 9 288 123 29,375 23.3 21,085 8,290
H14 399 20.6 6 296 103 29,949 23.8 21,677 8,272
H15 397 20.5 2 290 107 32,109 25.5 23,396 8,713
H16 368 19.0 1 283 85 30,247 24.0 21,955 8,292
H17 418 21.5 8 318 100 30,553 24.2 22,236 8,317
H18 369 19.0 2 268 101 29,921 23.7 21,419 8,502
H19 423 21.9 9 299 124 30,827 24.4 22,007 8,820
H20 381 19.7 1 273 108 30,229 24.0 21,546 8,683
H21 401 20.8 4 304 97 30,707 24.4 22,189 8,518
H22 402 20.9 7 296 106 29,554 23.4 21,028 8,526
H23 388 20.2 7 266 122 28,896 22.9 19,904 8,992
H24 360 18.8 8 262 98 26,433 21.0 18,485 7,948
H25 340 17.8 2 232 108 26,063 20.7 18,158 7,905
H26 324 17.0 2 232 92 24,417 19.5 16,875 7,542
H27 346 18.2 20 250 96 23,152 18.5 16,202 6,950
H28 298 15.7 12 207 91 21,021 16.8 14,642 6,379
H29 264 14.0 1 192 72 20,468 16.4 14,336 6,132
H30 254 13.5 4 175 79 20,031 16.1 13,851 6,180
R元 266 14.3 6 199 67 19,425 15.7 13,668 5,757
R2 257 13.8 2 185 72 20,243 16.4 13,588 6,655
R3 301 16.3 24 203 98 20,291 16.5 13,508 6,783
R4 292 15.9 10 190 102 21,252 17.4 14,362 6,890
R5 285 15.7 9 222 63 21,037 17.4 14,388 6,649
R6

岡山県 全国

出典：厚生労働省「人口動態統計」 
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第３次岡山県自殺対策基本計画における施策等の評価（概要） 

第３次計画中、第５章自殺対策の取組における各項目の主な実施状況・評価について

は、次のとおりです。 

〈基本施策〉 

項

目 
取 組 評価理由・実績 

評

価 

１ 

地
域
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化 

岡山県自殺対策連絡協議会の開催 
岡山県の自殺の現状を協議し、自殺対策

の具体的な方向性を検討した。 
〇 

地域自殺対策連携調整会議の開催 

保健所の自殺対策担当者や教育担当者が

集い、意見交換を通じて継続支援の重要

性を共有し、地域ネットワークと連携体

制の構築を図った。 

〇 

地域において様々な問題に取り組

む人々との連携強化 

岡山県社会福祉協議会への補助金交付や

事業委託を通じて支援者間の連携を強化

するとともに、愛育委員や民生委員と自

殺の状況について情報共有を行った。 

〇 

各相談窓口機関に対する自殺予防

に関する普及及び連携強化 

自殺予防週間と強化月間に相談窓口を記

載したリーフレットを配布し、周知と関

係機関との連携強化を図った。 

〇 

 

項

目 
取 組 評価理由・実績 

評

価 

２ 

自
殺
対
策
を
支
え
る
人
材
の
育
成 

2-(ア）様々な職種を対象とする研修 

電話相談事業を担う相談員の育

成、資質向上のための研修を支援 

岡山いのちの電話協会へ委託により相談

員の育成・研修を実施し、新規相談員を

育成した。 

〇 

ゲートキーパーの養成 

市町村が行うゲートキーパー研修を支援

し、23 市町村でゲートキーパー養成研修

を実施した。 

△ 

民生委員・児童委員に対する研修

会の開催 

地域での実践活動に必要な知識や技術を

深める研修会を開催し、情報共有・助言

を行った。 

〇 

内科の医師等を対象としたうつ病

診断の知識・技術の向上を図るた

めの研修の実施 

医師や看護師等、うつ病患者と接する機

会または発見する機会が多い職種を対象

として、うつ病の基礎知識や対処方法等

を主な内容とする研修会を実施した。 

△ 

県自殺対策推進センターによる相

談機関の職員への研修会の開催 

市や社会福祉士会が実施する研修に県自

殺対策推進センターの職員が講師として

出席した。 

〇 

2-(イ）学校教育・社会教育に関わる人への研修 

教職員の資質向上 

各種研修・協議会を開催し、教員のスキ

ルアップと学校の教育相談体制の充実を

図った。 

〇 

  

資 料 １－２ 

評価・・・〇（当初の計画通りに進展した）、△（おおむね順調に進展した）、×（進展は不十分だった） 
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項

目 
取 組 評価理由・実績 

評

価 

２ 2-(イ）学校教育・社会教育に関わる人への研修 

教職員等に対する研修、指導資料

の活用促進、講演会等を促進 

研修やプログラム改訂を通じて、教職員

の対応力を向上させるとともに、児童生

徒への命の大切さを伝える授業の実践を

推進した。 

〇 

ひきこもり予防を支援する人材の

育成 

ひきこもり対策連絡会議及び研修会の開

催を通じて、ひきこもり支援関係機関の

ネットワーク構築と支援者のスキルアッ

プを図った。 

〇 

 

項

目 
取 組 評価理由・実績 

評

価 

３ 

住
民
へ
の
啓
発
と
周
知 

民間団体が行う電話相談事業の周

知 

相談窓口を記載したリーフレットを県民

及び関係機関へ配布し、周知を図った。 
〇 

いじめの未然防止等に向けた取組

の推進 

いじめ防止ポスター・標語の募集を行

い、いじめの未然防止に向けて学校や家

庭、地域における関心と意欲の向上に努

めた。 

〇 

自殺予防週間と自殺対策強化月間

を中心とするマスメディア等を活

用した自殺予防に関する普及啓発 

街頭啓発活動として自殺予防啓発ティッ

シュを配るとともに、相談窓口を記載し

たリーフレットの配布、ラジオ放送、パ

ネル展示等の様々な普及啓発を行った。 

〇 

県自殺対策推進センターによる大

学生等若者を対象にした自殺予防

に関する普及啓発 

大学・大学校・専門学校へ出前講座を実

施し、学生に対してこころの健康につい

て普及啓発を行った。 

〇 

アルコール、薬物、ギャンブル等

依存症に関する普及啓発 

各啓発週間に連動して、県の広報媒体や

ポスター掲示などにより県民への普及啓

発を行った。 

〇 

 

項

目 
取 組 評価理由・実績 

評

価 

４ 

生
き
る
こ
と
の
促
進
要
因
へ
の
支
援 

4-(ア)相談体制の整備 

県自殺対策推進センターにおける

自殺に関する電話相談 

自殺予防の相談を含むこころの健康相談

を実施した。 
〇 

アルコール、薬物、ギャンブル等

依存症に関する相談 

市町村や関係機関と連携しながら、相談

支援を行った。 
〇 

警察安全相談窓口の設置 

24 時間対応の総合相談窓口により、被害

の未然防止に関する相談、生活の安全と

平穏に関する相談等に対応し、相談者の

精神的負担緩和や問題解決に努めた。 

〇 

犯罪被害者等への相談・支援 

総合的対応窓口において、支援に関する

適切な情報提供を行うとともに、関係機

関との連絡、調整を行った。 

〇 

  

人
材
の
育
成 

自
殺
対
策
を
支
え
る 

評価・・・〇（当初の計画通りに進展した）、△（おおむね順調に進展した）、×（進展は不十分だった） 
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項

目 
取 組 評価理由・実績 

評

価 

４ 

生
き
る
こ
と
の
促
進
要
因
へ
の
支
援 

 

4-(ア)相談体制の整備 

外国人への相談・支援 

岡山県外国人相談センターにおいて、経

済問題や健康問題など自殺の原因となり

うる相談を含む生活相談に多言語で対応

し、必要に応じて関係機関への取り次ぎ

を行った。 

〇 

４-(イ)自殺リスクを低下させる取組 

自殺リスクの高い人への相談・支

援 

自殺に傾く可能性のある相談者に対し

て、傾聴するとともに、助言、他機関紹

介等を行い、自殺リスクを軽減するよう

に努めた。 

〇 

自殺未遂者への支援 

救急病院に搬送された自殺未遂者に対し

て、関係機関と連携し、訪問・相談等に

より支援を行い、再企図の防止に努め

た。 

〇 

妊娠期から子育て期までの切れ目

のない支援 

妊娠中からの気になる母子支援連絡票や

「妊産婦受け入れ協力医療機関（精神

科・心療内科）リスト」の活用により、

関係機関が連携を図り個別支援等を実施

した。 

△ 

インターネット上の自殺予告事案

への適切な対応 

プロバイダ等に対する照会等自殺企図者

の特定に向けた調査を実施し、必要な手

配・措置等を行った。 

〇 

警察活動を通じた適切な保護活動

や関係機関への通報 

自殺のおそれのある精神障害者と思慮さ

れる人を発見した際には、適切な保護活

動や関係機関への通報を行った。 

〇 

アルコール、薬物、ギャンブル等

依存症に関する普及啓発と連携強

化 

関係機関が出席する連携会議や各種研修

を実施することにより情報共有を図るほ

か、冊子・資材・デジタル広告等により

広く啓発活動を実施した。 

△ 

多職種チームによるアウトリーチ

(訪問支援活動) 

地域で孤立し、医療導入や継続困難な者

に対し、包括的支援を行うアウトリーチ

を実施した。 

〇 

女性への相談・支援 

岡山県男女共同参画推進センターにおけ

る相談対応のほか、相談員等の資質向上

のため研修の実施、人身に危害が及ぶお

それのある相談には確実な保護対策を行

うなど、専門的支援を行った。 

〇 

ひとり親家庭への相談・支援 

ひとり親家庭支援センターにおいて生活

・就業に関する相談対応を行うほか、県

ホームページや各種広報媒体を活用して

ひとり親が活用できる制度の紹介を行っ

た。 

〇 
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項

目 
取 組 評価理由・実績 

評

価 

４ 

生
き
る
こ
と
の
促
進
要
因
へ
の
支
援 

４-(イ)自殺リスクを低下させる取組 

多様な性を認める教育・啓発 

多様な性に関する正しい知識を広めるた

め、チラシ配布やイベント、研修会の開

催や相談室の運営等を通じて啓発活動を

行った。 

〇 

4-(ウ)生きることの促進要因を増やす取組 

障害特性を踏まえた就労支援 

障害者の就職促進や生活支援のため、職

業訓練や就職面接会を実施し、障害者就

業・生活支援センターを核とし一般就労

への移行を進めた。 

△ 

人権啓発、人権に関する相談・支

援体制の充実 

人権に関する相談窓口を周知するためチ

ラシを配布し、研修会を通じて相談員の

専門知識向上と相談機関の連携を強化し

た。 

〇 

4-(エ)遺された人への支援 

自死遺族へのケアと情報提供 

自死遺族の会（わかちあいの会）を開催

するとともに、自死遺族等からの相談に

対しては、傾聴するとともに、関係機関

と連携し、自死遺族の会などの社会資源

を紹介するなど普及啓発を進めた。 

〇 

 

項

目 
取 組 評価理由・実績 

評

価 

５ 
 

「ＳＯＳの出し方に関する教育」

の推進 

「ＳＯＳの出し方に関する教育」に関す

る研修講座を開催し、教職員が自殺予防

のための正確な知識や、児童生徒のＳＯ

Ｓへの適切な対応力を身に付けることが

できた。 

 

 

〇 

  

Ｓ
Ｏ
Ｓ
の
出
し
方 

に
関
す
る
教
育 

評価・・・〇（当初の計画通りに進展した）、△（おおむね順調に進展した）、×（進展は不十分だった） 
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〈重点施策〉 

項

目 
取 組 評価理由・実績 

評

価 

１ 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
自
殺
対
策
の
強
化 

１-(ア)いじめを苦にした子どもの自殺の予防 

総合的・効果的ないじめ問題への

対策を推進 

いじめ問題対策連絡協議会と専門委員会

を通じて関係機関と連携し、専門的意見

を聴取しながら施策の検証・検討を行っ

た。 

〇 

アプリを利用したいじめ等の早期

発見、早期対応 

生徒が気軽に相談できる環境を整備し、

専門相談員と学校が連携することで、い

じめの早期発見・解決につなげた。 

〇 

１-(イ)子どもへの支援の充実 

こどもの心の発達相談等事業 

思春期青年期における発達障害診療の均

てん化、支援機関との連携強化、人材育

成に取り組み、トラウマケアや地域内で

学び合える環境整備を進めた。 

〇 

社会的養護を受けている子どもへ

の相談・支援 

NPO 法人「未来へ」に委託し、児童養護

施設退所予定者や退所者に対し、生活技

能セミナーや生活相談などの支援を実施

した。 

△ 

虐待の早期発見・早期支援、虐待

を受けた子どもの自立支援 

市町村担当者への研修や支援を通じて連

携を強化し、児童虐待の早期発見・安全

確保が行われるよう支援した。 

△ 

子どもの虐待防止に関する支援 

児童家庭支援センターの運営を支援し、

相談機能を強化するとともに、養育負担

軽減を通じて虐待防止に努めた。 

〇 

１-(ウ)生徒・学生への支援の充実 

学校における教育相談の体制整備

及び教育相談力の向上 

県内の学校にスクールカウンセラーを配

置し、教員対象の研修や助言を通じて教

育相談体制を充実させ、児童生徒や保護

者の課題解決を支援した。 

〇 

青少年に関するあらゆる相談の対

応の推進 

県青少年総合相談センターにおいて、電

話・面談・ＳＮＳ相談事業を通年実施

し、青少年が相談しやすい環境を整備し

た。 

〇 

２４時間子供ＳＯＳダイヤル 
いじめ等で不安を感じる児童生徒の相談

に 24時間対応で応じた。 
〇 

青少年のスマホ・ネット問題解決

と適切な利用促進 

県ホームページの広報をインターネット

広告で実施し、適正利用やフィルタリン

グの必要性を啓発するとともに、学校と

協働して非行防止教室を開催し、青少年

の健全育成を図った。 

〇 

有害情報から青少年を守る取組 

学校と協働し、非行防止教室を通じてイ

ンターネットモラル向上やスマートフォ

ンの適切な利用を啓発し、青少年の非行

防止と健全育成を図った。 

△ 

注）「再掲」の施策は記載を省略している。 

評価・・・〇（当初の計画通りに進展した）、△（おおむね順調に進展した）、×（進展は不十分だった） 
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項

目 
取 組 評価理由・実績 

評

価 

１ 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
自
殺
対
策
の
強
化 

１-(ウ)生徒・学生への支援の充実 

児童生徒の非行防止や健全育成を

目的とした教育活動 

学校と警察が協力し、講話を交えた教育

活動や非行防止教室を実施し、命の重み

や社会規範の重要性を伝える教育活動を

行った。 

△ 

１-(エ)若者への支援の充実 

青年期等のひきこもり防止及び早

期発見・早期支援 

ひきこもり地域支援センター(精神保健福

祉センター)に相談窓口を設置し、専任ス

タッフや心理専門職がニート・ひきこも

りの相談に対応したほか、認知度向上や

早期支援を図り、保健所・支所において

もひきこもり相談窓口を設置し、相談体

制を整備した。 

〇 

ひきこもりサポーターとの連携に

よる居場所づくりの推進 

関係者やサポーターと連携して相談対応

を行い、居場所を提供して対人関係を育

み、ひきこもり状態の方の社会復帰を支

援した。 

〇 

若年失業者等への就職支援 

岡山労働局と連携し、県内経済団体に若

者の正社員採用を要請したほか、ジョブ

カフェおかやまで対面やオンラインによ

るカウンセリングなどの就職支援を実施

した。 

〇 

ニートの状況にある若年無業者に

対する職業的自立の支援 

地域若者サポートステーションと連携

し、就業体験や就労セミナーを実施し、

利用者のニーズに応じた支援を行った。 

〇 

「おかやま子ども・若者サポート

ネット」の運営による社会生活で

困難を有する子どもや若者の支援 

おかやま子ども・若者サポートネットの

会議や研修会を開催し、関係機関と情報

交換を行い、子どもや若者の支援体制を

強化した。 

〇 

 

項

目 
取 組 評価理由・実績 

評

価 

２ 

勤
務
問
題 

２-(ア)長時間労働の是正 

過労死等防止に向けた企業への取

組 

岡山労働局や労働協会と連携し、有給休

暇取得促進の広報や職場問題セミナーを

実施するほか、「働く若者サポートガイ

ド」などを作成し、制度や相談窓口の広

報を行った。 

〇 

２-(イ)職場におけるメンタルヘルス対策の推進 

働き盛り世代への普及啓発 

商工会議所へ委託し、メンタルヘルスの

研修会、従業員に対する相談会等を実施

した。 

〇 

評価・・・〇（当初の計画通りに進展した）、△（おおむね順調に進展した）、×（進展は不十分だった） 
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項

目 
取 組 評価理由・実績 

評

価 

２ ２-(イ)職場におけるメンタルヘルス対策の推進 

産業保健と地域保健との連携によ

るメンタルヘルス対策の促進 

保健所が行う健康出前講座で職場のメン

タルヘルス対策を推進し、相談窓口の周

知を図った。 

△ 

 

項

目 
取 組 評価理由・実績 

評

価 

３ 

経
済
問
題
に
対
す
る
自
殺
対
策
の
推
進 

３-(ア)経済問題に対する相談窓口の整備 

生活困窮者への相談・就労支援 

個々の事情に応じた相談・就労支援を実

施し、他機関と連携しながら住まいの相

談など新たな支援にも取り組んだ。 

△ 

多重債務者への対策 

担当者会議やホームページを通じて相談

窓口を周知し、情報共有により多重債務

者対策を推進した。 

〇 

３-(イ)経営者等に対する相談事業の実施 

経営課題を抱えている中小企業へ

の相談・支援 

岡山県中小企業支援センターが相談支援

を実施し、支援体制を構築するととも

に、支援機関と連携して中小企業の課題

解決に取り組んだ。 

〇 

倒産の危機等にある中小企業への

相談・支援 

岡山県商工会連合会と商工会議所が倒産

危機の中小企業に経営や資金繰りの相談

支援を行い事業継続と発展を支援した。 

〇 

３-(ウ)就職相談事業の実施 

県内企業と県内就職希望者とのマ

ッチングによる就職支援 

おかやま就職応援センターが求人情報を

提供し、利用者のニーズに応じてオンラ

イン面談を活用して支援を行った。 

〇 

 

項

目 
取 組 評価理由・実績 

評

価 

４ 

高
齢
者
に
対
す
る
自
殺
対
策
の
強
化 

再就職支援、職業訓練による職業

能力の開発等を支援 

県立高等技術専門校における職業訓練や

民間機関による離職者向けの訓練の実施

などにより、高齢者の就業機会確保を推

進した。 

△ 

介護･福祉･健康医療など、さまざ

まな面から高齢者やその家族を支

える相談・支援 

県内全市町村が設置している地域包括支

援センターにおいて、高齢者支援を実施

し、研修会を通じて職員の資質向上を図

った。 

〇 

愛育委員、栄養委員、民生委員等

との連携による孤独感・疎外感の

防止 

委員の活動を補助金や研修で支援し、高

齢者支援や地域づくりを推進するほか、

ゲートキーパー研修を市町や保健所で実

施できる体制を整えた。 

〇 

特殊詐欺や悪質商法の被害防止に

向けた取組 

消費生活相談や特殊詐欺対策を実施し、

啓発活動や悪質事業者の検挙を通じて被

害防止を図った。 

△ 

勤
務
問
題 

評価・・・〇（当初の計画通りに進展した）、△（おおむね順調に進展した）、×（進展は不十分だった） 
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令和７年度 自殺予防対策関連事業 

（健康推進課、精神保健福祉センター、県保健所・支所） 

 
 

 

 

医療・法曹・愛育委員等の関係団体と県関係課で構成される会議を開催

し、自殺対策の具体的な取組方針等について協議する。 

 また、同様の会議を保健所・支所単位でも設置し、地域の実情にあった

自殺対策について協議する。 

 

 

 

 うつ病や思春期精神疾患は身体症状を伴うことから、内科や小児科を受

診していることが多い。そこでこれら医師へうつ病等精神疾患に関する診

療知識・技術に関する研修等を実施することにより、自殺の大きな原因で

あるうつ病等の早期発見・治療の促進を図る。(県医師会へ委託) 

 

 

 

 自殺対策推進センターを設置し、地域における自殺対策の強化を図る。 

設置場所：県精神保健福祉センター（Ｈ２２．９～） 

業務内容：(1)関係機関とのネットワーク構築・普及啓発・人材育成 

     (2)市町村自殺対策計画策定に向けた助言・支援 

(3)県民や関係機関からの相談や問い合わせへの情報提供 

 

 

 

   (福)岡山いのちの電話協会に運営負担金を支出する。 

 

 

 

 

多職種の専門家で構成する子ども・若者対応アウトリーチチームによ

り、地域の支援者が直面する困難な事例に対し早期介入や、助言を行う。 

１ 自殺対策連絡協議会及び地域会議開催 

２ かかりつけ医等心の健康対応力向上研修 

３ 自殺対策推進センター事業 

４ 民間団体助成事業 

資料2-1 

 ５ 岡山県全世代型アウトリーチ事業 

   （複雑困難な状況にある子ども・若者対応アウトリーチチーム） 
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セミナーの開催、パンフレット等により、自殺予防の普及啓発を図る。 

（１）自殺予防普及啓発 

自殺やメンタルヘルスに関する研修会や、自殺予防週間（９月）及び

自殺対策強化月間（３月）において、関係団体と連携して自殺予防に関

する普及啓発を行う。 

（２）ゲートキーパーの育成 

   身近な方の悩みのサインに気づき、話に耳を傾け、早めに専門家へ相

談するよう促し、見守ることのできる人材（ゲートキーパー）の育成を

図る。 

   また、地域における自殺対策に資する人材を指導・育成する指導者の

養成を図り、地域の自主的な取組を促進する。 

 

                           

 

精神的に悩みを抱える方が自分らしく地域で暮らしていくためには、必

要な時に相談できる窓口や適切な支援を受けることが必要不可欠であるた

め、電話相談支援の充実を図るとともに、特に支援を必要とする自殺対策

に係る相談支援体制の整備を行う。 

（１）電話相談支援事業 

  電話相談活動に必要な人材の育成（相談員の研修）や普及啓発等を実

施する。（(福)岡山いのちの電話協会へ委託、精神保健福祉センターの

電話相談） 

（２）自殺未遂者支援 

    救急搬送された自殺未遂者に対して、本人・家族の同意が得られた場

合、保健所・市町村等と協力して、必要に応じて医療機関などの適切な

地域資源へつなぎ、生活支援を行う。 

（３）自死遺族支援 

保健所において自死遺族のつどいを開催することにより、自死遺族の

方の心のケアを図る。 

 

 

 

 市町村が実施する自殺対策事業へ補助金を交付する。（１６市町で実施

予定） 

６ 自殺予防普及啓発事業 

７ 精神保健相談支援事業 

 ８ 市町村補助事業 
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令和６年度 各保健所・支所における自殺予防対策事業の取組状況 

 

○備前保健所 
会議の名称 出席者・団体・機関等 会 議 の 内 容 

自死遺族の集い 

（わかちあいの会） 
自死遺族 開催状況：６回開催（奇数月第３水曜日に開催） 

開催場所：備前保健所 

参 加 者：実 7人（延 29人） 

内  容：自死遺族の語り合い 

自殺予防対策

研修会 

吉備中央町立加賀中学

校１年生及び教員 

吉備中央町役場保健課 

開催日時：令和６年12月５日（木）11：40～12：30 

参 加 者：左記 計63名 

内  容：メンタルヘルス研修 

講演「心のSOS～ひとりで悩まないために～」 

川崎医療福祉大学 医療福祉学部 

医療福祉学科 田淵 泰子 先生 

玉野市愛育委員及び民

生委員 

玉野市福祉政策課 

玉野市健康増進課 

開催日時：令和６年12月４日（水）13：30～15：00 

参 加 者：左記 計97名 

内  容：情報提供「玉野市自殺対策基本計画につ

いて」玉野市健康増進課 長谷井保健師 

    〇ゲートキーパー育成研修 

    講演「誰も自殺に追い込まれることのない

玉野を目指して～ゲートキーパーって

知っていますか？～」 

岡山県備前保健所 保健課 黒瀬恵深氏 

〇「相談窓口の案内」玉野市福祉政策課 

桐井氏 

吉備中央町民生委員 

吉備中央町役場保健課 
開催日時：令和７年３月12日（水）9：30～10：50 

参 加 者：左記 計61名 

内  容：〇ゲートキーパー育成研修 

     講演「誰もがいきいきと暮らせる地域を

目指して～ゲートキーパーって知って

いますか？～」 

     岡山県精神保健福祉士協会  

会長 河合 宏氏 

自殺予防に 

関する啓発 

一般県民 内  容：玉野市及び吉備中央町ゲートキーパー育

成研修会の場で、自殺予防月間の啓発用

ティッシュやこころの相談窓口のリー

フレットを配布した。 

     また、玉野市福祉政策課、同市健康増進

課、吉備中央町保健課、瀬戸内市健康づ

くり推進課、備前保健所保健課それぞれ

の窓口にて、声掛けと啓発用ティッシュ

の配布を行った。 
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○備前保健所東備支所 

会議の名称 出席者・団体・機関等 会 議 の 内 容 

ゲートキーパー

研修会 

岡山県農業大学校職員 開催日時：令和６年７月２日（火）13：30～14：50 

参 加 者：左記 １５名 

内  容：講話「みんなのメンタルヘルス」 

     備前保健所東備支所保健師 

和気町民生委員児童委員 開催日時：令和７年１月16日（木）15：00～16：30 

参 加 者：左記 １８０名 

内  容：講話「こころのSOSをキャッチするために 

       ～あなたも大切なゲートキーパー～」 

     備前保健所東備支所保健師 

 

○備中保健所 

会議の名称 出席者・団体・機関等 会 議 の 内 容 

自死遺族の集い 

（わかちあいの会） 
自死遺族 開催状況：12回開催（原則毎月第４金曜日、３月の

み第３金曜日に開催） 

開催場所：備中保健所 ２階会議室 

参 加 者：実13人（延71人） 

内  容：自死遺族の語り合い 

自殺予防に 

関する啓発 

一般県民 内  容：９月の自殺予防週間、３月の自殺対策強

化月間に合わせてＦＭくらしき20秒ス

ポットＣＭで周知 

     ９月のこころの健康づくり講演会にて、

啓発ティッシュ配布。 

総社市自殺対

策連絡協議会 

総社市自殺対策協議会委

員 
開催日時：令和６年11月７日（木）13：30～15：00 

開催場所：総社市役所西庁舎301会議室 

参 加 者：12人 

内  容：情報提供「国・県の自殺の現状報告」 

備中保健所 

     総社市自殺対策推進計画の評価 

     総社市自殺対策推進計画（第２次）案に

ついて 

こころの健康

づくり講演会 

（市と共催） 

愛育委員、一般市民 開催日時：令和６年９月18日（水）14：00～15：30 

出 席 者：左記 計33名 

内  容：講演「こころの健康づくりとゲートキー

パー」 

講師 川崎医療福祉大学医療福祉学部 

医療福祉学科 特任講師 

田淵 泰子 

ゲートキーパ

ー養成講座 

（市主催） 

総社市職員 開催日時：令和６年11月21日（木）13：30～15：00 

出 席 者：左記 計26名 

内  容：講演「依存症についての理解と関わり方」 

     講師 岡山県精神科医療センター作業療

法班作業療法士 佐藤 嘉孝 

（※企画立案、講師日程調整に参画） 
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〇備中保健所井笠支所 
会議の名称 出席者・団体・機関等 会 議 の 内 容 

自殺対策連絡

会議 
警察署、消防署、医療機

関、市町自殺対策担当

者 

開催日時：令和６年10月21日（月） 

13：30～14：30 

開催場所：備中保健所井笠支所 大会議室 

参 加 者：32人 

内  容：  

①情報提供「岡山県及び井笠地域の自殺者の状況に 

ついて」     

備中保健所井笠支所 

②情報提供「井笠支所管内での対応件数、対応事例

について」   

   管内消防署員 

③市町の自殺対策に関する取組 

④意見交換 

助言：精神保健福祉センター所長 野口 正行氏 

自殺未遂者対

応研修 

 

警察署、消防署、医療機

関、市町自殺対策担当者 

開催日時：令和７年１月30日(木)14：30～16：15 

参 加 者：105人 

内  容：(ZOOM開催) 

講和(１)「精神疾患に基づいた自殺関連行動とその 

対応について」 

ももの里病院 副院長 田岡医師 

(２)「ももの里病院での相談の受入と市町との 

連携について」 

ももの里病院 ケースワーカー 伊丹氏 

  (３)「本人及び家族への声のかけ方について」 

         ももの里病院 看護部長 山本氏 

質疑応答 

こころの相談

窓口一覧の掲

載内容の検討

会議 

市町自殺対策担当者 開催日時：令和７年１月30日(木)16：15～16：40 

参 加 者：８人 

内  容：(ZOOM開催) 

こころの相談窓口一覧について 

     (１)活用方法について 

     (２)井笠支所のホームページについて 

     (３)掲載内容について 

     (４)今後のスケジュール(案)について 

     (５)その他 

自殺予防に関

する普及啓発 

 

警察署、消防署、医療機

関、市町自殺対策担当者、

一般市民 

内  容：井笠支所管内の相談窓口が記載されてい

る「こころの相談窓口一覧」を作成、各関

係機関へ配布し、周知を依頼。 

警察署、医療機関、各市町村の窓口に掲示する。 

消防署員が未遂者・家族へ手渡す。 

愛育委員 浅口市が開催した愛育委員の研修会にて健康教育を

行った。 

開催日時：令和６年９月17日（火）13：35～14：05 

出 席 者：120名 

内  容：講演「こころの健康を保つためには！！ 

～ストレスと心の関係～」 

講師 備中保健所井笠支所 
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 働き世代（管内健活企業

他） 

地域・職域保健連携事業の中で、企業向け健康出前講

座チラシを配布し、メンタルヘルスに関する講座に

ついての普及啓発を実施。 

配布先：管内健活企業、井笠･浅口地域産業保健セン

ター、笠岡労働基準監督署、管内市町 

 

○備北保健所 

会議の名称 出席者・団体・機関等 会 議 の 内 容 

ミニゲートキ

ーパー養成講

座 

高梁城南高校デザイン科

２年生 

開催日時：令和６年９月４日（水）10：35～11：10 

内  容：情報提供「高梁市の自殺の現状」 

        高梁市健康づくり課保健師 

講  話：「だれでもできるこころのケア 

～ストレスとうまくつきあおう～」 

講  師：備北保健所保健師 

 

○備北保健所新見支所 

会議の名称 出席者・団体・機関等 会 議 の 内 容 

自殺予防に 

関する啓発 

一般県民 内容：９月の自殺予防週間、３月の自殺対策強化月間 

に合わせてJR新見駅、新見市観光協会、新見

公立大学、新見地域事務所でポスター掲示 

新見市健康づく

り連絡会おとな

部会 

新見医師会、労働基準監

督署、労働基準協会、産

業保健センター、愛育委

員会、栄養改善協議会 

地区団体代表等 

開催日時：令和７年２月28日（金）13:30～15:30 

内  容：新見市健康づくり連絡会おとな部会で自殺

の状況について共有。心の健康づくりについて協議。 

NPOハートフル・

あしん20周年記

念大会 

一般県民 

NPOハートフル・あしん関

係者 

 

開催日時：令和７年３月８日（土）13:30～15:30 

内  容：こころの病とともに地域で暮らす 

     NPO法人設立経緯紹介、体験発表、交流ふれ

あいイベント、自殺予防の啓発資材の紹介

配布 

 

○真庭保健所 

会議の名称 出席者・団体・機関等 会 議 の 内 容 

自殺予防に関す

る普及啓発 

備中勝山駅・ローソン 

勝山駅、三金や 

 

自殺予防週間と自殺対策強化月間に合わせて、駅やコ

ンビニ・商店にポスター掲示とティッシュ配布を依頼 

その他、所内会議や事業の際にティッシュを配布 

MIT（真庭いきいきテレ

ビ） 
自殺予防週間と自殺対策強化月間に合わせて自殺の現

状とメンタルヘルスについて話した。 

真庭市心の健康

出前講座 

真庭高校看護科２年生 開催日時：令和７年３月６日（木）10:00～11:50 

内  容：メンタルヘルスの基本知識を学び、看護職

を目指す学生として、地域の自殺の現状や

対策等について理解する。 

講座の中で自殺の動向も含む管内の精神保健の動向に 

ついて情報提供。※主催：真庭市（当所は参画のみ） 
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○美作保健所 

会議の名称 出席者・団体・機関等 会 議 の 内 容 

自死遺族の会 

（わかちあいの会） 

※勝英支所と合同 

 

自死遺族 

開催状況：年４回 

参 加 者：実０人 延０人 

開催場所：美作保健所 

内  容：わかちあい 

自殺予防に関す

る普及啓発 

司法書士会津山支部、 

一般市民 

開催日時：令和７年３月７日（金）7：30～8：30 

開催場所：津山駅前 

内  容：自殺予防啓発ティッシュ配布 

岡山県立津山高等学校

1年生、津山工業高等専

門学校1年生、岡山県美

作高等学校2年生 

エイズ等出前講座で、自殺予防について講話依頼。 

開催日時：①R6.11.12（水）14：00～15：15 

     ②R6.12. 4（水）14：40～15：30 

     ③R6.12.10（火）14：45～15：35 

出 席 者：①岡山県立津山高等学校 238名 

     ②津山工業高等専門学校 174名 

          ③岡山県美作高等学校  247名 

 

○美作保健所勝英支所 

会議の名称 出席者・団体・機関等 会 議 の 内 容 

自死遺族の会 

（わかちあいの会） 

※美作保健所と合同 

※美作保健所の欄を参照 ※美作保健所の欄を参照 

自殺予防に関す

る普及啓発 

市町村自殺対策担当者 
９月の自殺予防週間に合わせて、ポスターを管内市町 

村に配布した。 

株式会社アイダメカシス

テム 

開催日時：令和６年11月20日(水)13:00～14:00 

開催場所：株式会社アイダメカシステム 

内  容：企業より健康出前講座の申請があり、テー

マ「働くあなたの健康づくり」のうち自殺

予防に関する健康教育を実施。(地域・職域

連携推進事業にかかる健康教育) 

自殺予防啓発ティッシュや相談窓口に関するリーフ

レットを配布。 
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令和７年度 自殺予防対策関連事業予定（構成機関・団体） 

 

 

＜岡山県精神科病院協会＞ 

① 岡山いのちの電話協会に寄附 

② 自殺予防運動参加 

③ 日本いのちの電話連盟の自殺予防事業への協力 

④ 各精神科病院、診療所でのうつ病等診療に積極的に協力 

 

 

＜岡山県精神神経科診療所協会＞ 

各心療内科診療所、クリニックでのうつ病等診療に積極的に協力 

 

 

＜岡山弁護士会＞ 

自殺予防週間に際し、弁護士以外の専門家も参加した総合相談会を実施 

「暮らしとこころの相談会」 

９月20日（土）10:00～16:00 津山会場（津山市総合福祉会館） 

９月27日（土）10:00～16:00 岡山会場（きらめきプラザ） 

 

 

＜岡山県司法書士会＞ 

９月の自殺予防週間、３月の自殺対策強化月間に合わせて岡山駅、倉敷駅、津山駅周

辺で街頭啓発活動を行う。 

 

 

＜(福)岡山いのちの電話協会＞ 

① 電話相談事業24時間365日眠らぬダイヤルとして活動を継続。086-245-4343 

② フリ-ダイヤル受信(厚労省補助事業)。0120-783-556 

「自殺予防いのちの電話」を全国センターと協力して実施。 

毎日16時～21時(岡山は20時までの協力)。毎月10日は朝８時～翌11日朝８時。 

ナビダイヤル受信 0570-783-556、能登支援(予約制)ダイヤル(ｱｳﾄﾘｰﾁ)に参加。 

孤独孤立相談ダイヤル受信(内閣府)に協力。 

③ 第42期相談員養成事業2025年４月～2026年３月(県委託事業) 

④ 相談員の資質向上のため継続研修・相談員のケア事業(通年、県委託事業を含む。) 

資料2-2 
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⑤ 広報（６月と12月に広報誌を発行。） 

ホームページhttp://okayama—inochi.jp/ 

「死にたい気持ちのあなたへ」https//shinanaide.okayama-inochi.jp/ 

⑥公的機関・学校・民間への講師派遣事業(聴き方研修、ゲートキーパー研修、いのち

の授業など)  

⑦市民公開講座「こころの力」(県委託事業) 会場:ピュアリティまきび ９月予定 

⑧第38回岡山自殺予防シンポジウム 会場:ピュアリティまきび 11月16日予定 

⑨関係機関との連携 

 

 

＜岡山県民生委員児童委員協議会＞ 

 地域の身近な相談相手、つなぎ役として各地域で日々活動をしている。また、５月12

日「民生委員・児童委員の日」に合わせて、警察と連携しながら県下一斉でのあいさつ

運動を実施。孤独・孤立の防止、安全・安心の地域づくりに向けて活動を行う。 

 

 

＜岡山県愛育委員連合会＞ 

 ・担当地域で、妊産婦や乳幼児、思春期、中高年、高齢者と、ライフステージ全般に

かかわり、日頃の活動の中で個別の声かけや訪問、見守りを実施。 

・愛育委員は「地域のお母さんお父さん」、「身近な相談役」として丁寧に対応し、

必要に応じ、専門の相談窓口の紹介及び地域の現状の共有。 

 ・愛育委員自身が自殺の現状や対策を学ぶことで、家族や地域の方の心の健康に関心

を広げ、「気づく」「傾聴」「つなぐ」「見守る」を地域活動に生かすための研修

会を実施。 

 ・心の健康づくりに関連するチラシを配布し、普及啓発。 

＊愛育委員による個別家庭訪問数 令和６年度 394,280 件 

 

 

＜岡山労働局＞ 

労働基準監督署において、事業場に対し、以下の事項を通年指導。 

また災害防止団体、事業者団体等に対しても、労働局及び労働基準監督署において、

随時以下の内容を周知。 

 ・産業医及び衛生管理者の選任等管理体制の確保、衛生委員会の開催や労働者の健康

確保措置に関する審議状況（以上、50人未満事業場を除く）、ストレスチェックの

実施（50人未満事業場は周知）や、長時間労働を行った者（希望者に限る）に対す

る医師面談等、法定事項に基づく措置の指導。また法定外の場合でも法に準じた措

置の指導勧奨。 

 ・「労働者の心の健康の保持増進のための指針」、「事業場における労働者の健康保

持増進のための指針」、「過重労働による健康障害を防止するための総合対策」な
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ど、各種指針等に基づく措置の指導勧奨。 

 ・50人未満の事業場に対し、様々な産業保健の情報提供、アドバイス等行う岡山産業

保健総合支援センター及び県内７カ所の地域産業保健センターの利用勧奨。 

 

 

＜岡山県教育庁人権教育・生徒指導課＞ 

①心と命のサポート事業（出前授業）※詳細は別紙のとおり 

 ②「SOSの出し方に関する教育」に係る研修講座  

   県立学校教職員を対象に、自殺予防のための正確な知識理解の促進や、児童生徒

のSOSへの適切な対応力の向上を図るために、講師による講義・演習等の研修を実施

する。（県立学校以外の学校、教育委員会等は、希望があれば参加可能） 

 ③県立学校人権教育サポート事業における学校訪問 

当課班員が県立学校に訪問し「自殺予防」をテーマとした研修を行う。令和５年度

～令和９年度までの５年間で県内の全県立学校に訪問し、研修を行う。 

 

 

＜医薬安全課＞ 

 ①悩みを抱えた人に相談を促す動画を作成し、市販薬乱用防止のための広告をＳＮＳ

等で実施。 

 ②薬物相談窓口の利用を促進するため、その周知を図る。 

 ③販薬乱用防止のため薬剤師会等関係団体、相談窓口対応職員等に対するゲートキー

パー養成講座を実施。 

 

 

＜子ども家庭課＞ 

①ひとり親家庭などの就職や生活等に関する相談の実施 

岡山県ひとり親家庭支援センター 月、火、木、金 9:00～16:30 

 ②青少年に関する相談の実施 

岡山県青少年総合相談センター 総合相談窓口 

電話、面接、電子メール、ＳＮＳ 

毎日 8:30～21:30 ＳＮＳは火・木・土 17:00～21:00 

 ③子どもや子育てに関する相談の実施 

子ども・家庭電話相談室 月～土 9：00～20:00 

親子のための相談LINE  月～金 10：00～19:00 
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＜労働雇用政策課＞ 

①障害のある人の就職促進のための就職面接会の開催（未定） 

②企業に対する積極的な正社員採用等の働きかけや、ジョブカフェおかやまにおける

若年失業者等への就職支援（通年） 

③ニートの状況にある若年無業者への職業的自立支援（通年） 

④マッチング（職業紹介）による就職支援（通年） 

⑤企業における高年齢者雇用の確保（通年） 

⑥過労死防止のため、年次有給休暇の取得率の向上、メンタルヘルス対策の促進ハラ

スメントの予防・解決に向けた企業への取組の促進 

⑦制度、相談窓口等の紹介（通年） 

  ・「働く若者サポートガイド」25,000部（３月予定） 

（県内高校、大学、労働関係機関へ配布） 

 ・「新しい働き方スタイルガイドブック」1,690部（８月予定） 

（行政機関、労働関係機関等へ配布） 

  ・「おかやま労働」1,100部（年4回）（行政機関、労働関係機関等へ配布） 

  

 

＜岡山県精神保健福祉センター＞  

岡山県自殺対策推進センター（旧：岡山県自殺予防情報センター）を設置（H22.9月）

し、自殺対策に取り組んでいる。 

① 自殺予防対策事業 

 ・市町村及び保健所、地域の民間団体が行う事業に関する相談支援、技術的助言 

  ：市町村、保健所、関係機関等からの相談に対応（随時） 

② 岡山県自殺対策推進センター事業 

・電話相談の実施 

：こころの健康相談（086-201－0828） 

月～金 9:30～12:00、13:00～16:00  

※こころの健康相談統一ダイヤル（0570－064－556） 

月～金 （祝・年末年始を除く）9:30～12:00、13:00～16:00としても対応 

 ・市町村及び保健所、地域の民間団体が行う事業に関する相談支援、技術的助言 

：市町村、保健所、関係機関等からの相談に対応（随時） 

：岡山県弁護士会との連携相談会「暮らしとこころの相談会」の実施  

９月（自殺予防週間）、３月（自殺対策強化月間）に実施予定 

     ：各団体が行うゲートキーパー養成研修への企画 

・地域自殺対策計画の策定・推進・評価に必要な支援及び情報提供 

  ：各市町村計画の進捗状況の調査、保健所からの相談に対応 
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・普及啓発 

９月（自殺予防週間9/10～16）、３月（自殺対策強化月間）を中心に実施 

：相談案内リーフレット作成・配布（県内コンビニに配置、警察や税務署、商

工会議所等相談窓口に配布） 

：大学生自殺予防出前講座実施（YouTubeによる配信） 

：普及啓発パネルの貸し出し 

：新聞、ラジオ等のマスコミの活用 

・地域自殺対策ネットワークの構築、強化 

：地域自殺対策連携調整会議の開催 

：子ども・若者の自殺危機に特化したアウトリーチチームを設置し、学校、地

域の支援者等のネットワーク構築を図る 

・自殺未遂者、自死遺族者支援 

  ：個別支援、支援者研修会の開催 

  ：医療機関、家族等から相談のあった未遂者等の個別支援 

  ：保健所が行う自殺未遂者、遺族者支援に対する指導や助言等の支援 

  ：未遂者支援に従事する職員の研修会の開催 

・人材育成研修  

    ：相談機関の担当職員に対する研修会の開催 



児童生徒に命の大切さを伝える講師を派遣します
令和７年度

 

いじめ等の問題に直面した当事者や命に関わる仕事に携わる講師が、直接学校を訪問して出前授業

を実施し、子どもたちに命の大切さや一人一人がかけがえのない存在であることを伝え、いじめや自殺

等の未然防止を図ります。 
 

対象  

【申請できる学校】 

 
（小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校） 

【講演対象】 

  （保護者向け、教職員研修は対象外） 

【その他】 

  （特別支援学校は学部単位での申請２回を上限。昼・夜間部がある学校は各１回） 
 

応募締め切り  

※締め切り後の申請については別途ご相談ください。 

 

申込みの手順  

①申請書に必要事項を記入する（希望する講師、希望日時は第３希望まで埋める） 

②所属長の決裁を得た上で、「日付」「発番」を入力する 

③申請書【Excel ファイル：様式１】を添付し、電子メールで申請する 

    メールアドレス：   jinkyo-shidou@pref.okayama.ｌｇ．jp 

※締め切り内に申し込んだ学校は、５月下旬頃に講師決定通知をメールにて送付します。 

  ５月中にメールが届かない場合は、「086-226-7612」にご連絡ください。 
 

 

人権学習

の講演 

費用負担 

０円 

自殺予防 

教育 
生命尊重 

デート

DV 
多様性 
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※不明な点は下記＜問合せ先＞まで御連絡ください。 

令和７年度 心と命のサポート事業 講師紹介 
 

※講師についての詳細は別紙参照 

講師名 対象 キーワード オンライン 講演時間 

市原 千代子 小・中・高・特 
いじめ防止  自殺予防 

生命尊重   虐待防止 
〇 ６０分～９０分 

上村 茂仁 

【ウィメンズクリニックかみむら】 
小・中・高・特 

デート DV  多様性 

性暴力被害防止 
〇 

７０分以上 

（小学校は４５分以上） 

東海林 みゆき 

【生きテクサポート/Life is】 
小・中・高・特 

いじめ防止  生命尊重 

デート DV   多様性 
〇 

６０分～７０分 

（応相談） 

富岡 美佳 

【聖泉大学】 
小・中・高・特 

ライフスキル教育  包括的性教育 

プレコンセプションケア 
〇 ６０分～９０分 

鳥越 千裕 

【デイジーライフ】 
小・中・高・特 

生命尊重  デート DV 

性暴力被害防止 多様性 
× 

６０分～９０分 

（可能なら７０分以上） 

東森 二三子 

【NPO法人ミントハウス】 
小・中・高・特 

いじめ防止  自殺予防 

生命尊重   デート DV 
〇 

学校からの希望

に合わせます 

安田 和広 

【公益財団法人岡山県臓器バンク】 
小・中・高・特 

自殺予防   生命尊重 

臓器移植医療 
〇 

30～９０分 

（応相談） 

山下 明美 

【CAPプロジェクトおかやま】 
小・中・高・特 

いじめ防止  生命尊重 

虐待防止   デート DV 

中学生以上 
〇 

９０分～１２０分 

岡山弁護士会 小・中・高・特 いじめ防止 〇 
４５分～６０分 

（１限程度） 

岡山県精神科医療センター 小・中・高 
心の健康   デート DV 

性暴力被害防止 
〇 ４０分～６０分 

社会福祉法人岡山いのちの電話協会 中・高 自殺予防   生命尊重 × 
１時間 

ワークありで延長可 

岡山地方法務局 

岡山県人権擁護委員連合会 
中・高・特 いじめ防止 デート DV × 

学校からの希望

に合わせます 
県外 小森 美登里 

【NPO法人ジェントルハートプロジェクト】 
小・中・高・特 いじめ防止  自殺予防 〇 

90分 

（応相談）  

県外 髙橋 聡美 

【一般社団法人髙橋聡美研究室】 
小・中・高・特 

いじめ防止  自殺予防 

心の健康   デート DV 
〇 

基本１限 

（日にちは別紙参照）  

県外 竹内 清文 

【NPO法人レインボーハート okinawa】 
小・中・高・特 

いじめ防止  自殺予防 

生命尊重   多様性 
〇 １コマ～２コマ 

 

県外 本郷 由美子 

【グリーフパートナー歩み】 
小・中・高・特 

自殺予防   生命尊重 

虐待防止 
〇 

４５分、６０分、 

９０分  

県外 
一般社団法人リヴオン 小・中・高 

自殺予防   生命尊重 

心の健康   多様性 
〇 ６０分前後 

 

新規 久保木 裕子 

【一般社団法人日本家族計画協会】 

小・中・高 

(特は要相談) 

いじめ防止  自殺予防 

生命尊重   多様性 
〇 

小学生：４５分以上 

中高生：５０分以上  

新規 田淵 泰子 

【川崎医療福祉大学】 
小・中・高・特 

自殺予防   生命尊重 

心の健康    多様性 
〇 

６０分～１８０分 

（応相談）  

新規 為清 淑子 

【だいじょうぶ らぼ】 
小・中・高・特 

生命尊重   デート DV 

性暴力被害防止  多様性 
〇 ６０分～９０分 

 

新規 
廣田 誠 

小・中・高 

（特は要相談） 

いじめ防止  自殺予防 

心の健康   生命尊重 
〇 ６０分～９０分 

県外 

＜問合せ先＞ 

岡山県教育庁人権教育・生徒指導課 人権教育班 

Tel： ０８６－２２６－７６１２   メール： jinkyo-shidou@pref.okayama.lg.jp 岡山県マスコット ももっちと仲間たち 
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複雑困難な状況にある子ども・若者対応アウトリーチチーム

事業概要

• 自殺リスクの高い未成年者に対し、市町村等、地域の関係機関の支援が行き詰っ
ている等の困難ケースを対象に、多職種の専門家(精神科医、心理士、精神保健
福祉士、弁護士等)により構成される「複雑困難な状況にある子ども・若者対応ア
ウトリーチチーム（以下「チーム」という。）」が、地域の関係機関に対して、課題解
決の糸口を見出すために専門性の高い支援を短期・集中的に実施します。

支援対象者

• ２０歳未満の者のうち、地域の関係機関による支援を行っているが複雑困難な課
題があり、今後、多機関多職種による連携支援を必要とする次の者を対象とする。

①自殺未遂歴がある

②自傷行為の経験がある

③自殺をほのめかす言動があり、自殺の可能性が否定できない

④家族を自殺で亡くしている

・岡山市を除く県内全域。（注）支援対象者の居住地（住民票）で判断する。

岡山県保健医療部健康推進課

岡山県精神保健福祉センター
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＜連絡先＞
〇岡山県精神保健福祉センター 岡山市北区厚生町3-3-1 (TEL) 086-201-0850
〇岡山県保健医療部健康推進課 岡山市北区内山下2-4-6 (TEL) 086-226-7330

※岡山市にお住まいの方についてのご相談は、
岡山市こころの健康センター(TEL)086-803-1273へご相談ください。

児相相談支援事業所等

市町村

保健所・支所

岡山県精神保健福祉センター（MHC）

学校・教育等

医療機関

子ども・若者対応アウトリーチチーム

支援フロー（イメージ）

子ども本人・
その家族

【地域の関係機関】

直接支援

支援要請

支援依頼

弁護士会、児相、精神保健福祉士協会、
心理士会との連携

支援者支援

評価会議

<地域支援機関ネットワークの広がりを目指す>

市町村 学校・教育 保健所 医療機関 地域援助事業所等

MHC 訪問看護ステーション ピアサポーター・愛育・民生委員等
地域ボランティア・包括支援センター

本人や家族の地域における支援体制が構築された場合等チーム介入終了

支援の行き詰まりを感じている場合は
お気軽にお問い合わせください。

©岡山県「ももっち」
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第４次岡山県自殺対策基本計画（仮称）の策定について 

 

１ 次期計画策定の概要 

 ・本県では、令和３年３月に策定した「第３次岡山県自殺対策基本計画(令和

３年度～令和７年度)」に基づき、自殺予防対策を総合的に推進している。 

 ・本計画が今年度で終了するため、国が５年ごとに策定する「自殺総合対策 

大綱」（令和４年 10月閣議決定）等を勘案の上、次期計画を策定する。 

２ 計画の位置付け 

本計画は、自殺対策基本法第１３条第１項に基づき策定する都道府県自殺

対策計画である。 

３ 計画期間  令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度までの５年間 

４ 策定の考え方 

・国の自殺総合対策大綱を踏まえ、誰も自殺に追い込まれることのない社会

の実現を目指すとともに、社会情勢等を考慮し総合的な対策を盛り込む。 

・子ども・若者の自殺などの喫緊の課題を踏まえた内容とする。 

・「第９次岡山県保健医療計画」など、関連する計画との整合を図る。 

５ 策定スケジュール 

時期 内容 

７月 11日 

〇第１回岡山県自殺対策連絡協議会 

 ・計画骨子案の審議 

 （協議会意見を踏まえ骨子案を修正し、素案策定） 

10月 10日 
〇第２回岡山県自殺対策連絡協議会 

 ・計画素案の審議（協議会意見を踏まえ素案を修正） 

11月下旬 パブリック・コメント開始（１か月間）※ 

12月下旬 
パブリック・コメント終了 

・パブリック・コメント意見を踏まえ修正等を検討 

１月 
〇第３回岡山県自殺対策連絡協議会（※パブコメ状況により書面開催） 

・パブリック・コメント意見を踏まえた計画最終案の審議 

３月 〇「第４次岡山県自殺対策基本計画」の策定 

（※）パブリック・コメント開始など節目には、連絡協議会委員に文書により状況報告を行う。 

（参考）自殺対策基本法〔抜粋〕 

 （都道府県自殺対策計画等） 

 第13条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府

県の区域内における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府

県自殺対策計画」という。）を定めるものとする。 

  ２ 略 

資 料 ３ 
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第１章 計画の概要 第１自殺総合対策の基本理念
1 計画策定の趣旨

2 計画の位置づけ

3 計画期間 自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因」を減らし、

令和３年度から令和７年度までの５年間 「生きることの促進要因」を増やすことを通じて、社会全体の

自殺リスクを低下させる

第２章 本県における自殺の現状と課題 阻害要因：過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等

1 促進要因：自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力等

2 自殺者の年齢階級、職業及び原因・動機別の状況

3 自殺に関する相談の状況 第２自殺の現状と自殺総合対策における基本認識
4 自殺の現状に対する岡山県独自の取組

5 課題（重点的に対策を講じるべき対象者）

第３章 これまでの取組と評価
1 第２次計画の数値目標

2 第２次計画における施策等の評価

第４章 自殺対策の基本的な考え方
1 基本理念 第３自殺総合対策の基本方針
『誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現』 1 生きることの包括的な支援として推進する

2 基本方針 2 関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む

(1)生きることの包括的な支援としての対策の推進 3 対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる

(2)関連施策との連携を強化した包括的な取組 4 実践と啓発を両輪として推進する

(3)対応の段階に応じた効果的な対策 5 国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割

(4)実践と啓発を両輪とする取組の推進 を明確化し、その連携・協働を推進する

6 自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する

第５章 自殺対策の取組 第４当面の重点施策
〈基本施策〉 1 地域レベルの実践的な取組への支援を強化する

1 地域におけるネットワークの強化 2 国民一人ひとりの気付きと見守りを促す

2 自殺対策を支える人材の育成 3 自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する

3 住民への啓発と周知 4 自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る

4 生きることの促進要因への支援 5 心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する

5 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 6 適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする

〈重点施策〉 7 社会全体の自殺リスクを低下させる

1 子ども・若者への自殺対策の強化 8 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ

2 勤務問題に対する自殺対策の推進 9 遺された人への支援を充実する

3 経済問題に対する自殺対策の推進 10 民間団体との連携を強化する

4 高齢者に対する自殺対策の強化 11 子ども・若者の自殺対策を更に推進する

12 勤務問題による自殺対策を更に推進する

第６章 計画の数値目標 13 女性の自殺対策をさらに推進する

1 自殺死亡率

第５自殺対策の数値目標
第７章 推進体制 ◎ 先進諸国の現在の水準まで減少させることを目指し、令和８年

1 岡山県における推進体制、施策の評価及び管理 までに、自殺死亡率を平成27年と比べて30％以上減少

2 地域における連携、協力の確保 (平成27年18.5⇒令和８年13.0以下）

第６推進体制等
1 国における推進体制

2 地域における計画的な自殺対策の推進

3 施策の評価及び管理

4 大綱の見直し

自殺者数及び自殺死亡率の推移

(5)関係者の役割の明確化と連携・協働の推進

第３次岡山県自殺対策基本計画（R3.3策定）と国の自殺総合対策大綱（R4.10策定）について

第３次岡山県自殺対策基本計画(R3.3策定) 第４次自殺総合対策大綱(R4.10策定)

【今後の方向】

第４次岡山県自殺対策基本計画(仮称)の策定にあたり、国の示した上記大綱や本県の晴れの国おかやま生き活

きプランを踏まえながら、次期計画づくりを進める必要がある。

資 料 ４－１

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す

自殺は、その多くが追い込まれた末の死である

年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている

地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じて推進する

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進

※下線は第３次大綱
からの主な変更箇所
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第３次岡山県自殺対策基本計画の概要

第３次岡山県自殺対策基本計画

基本理念 「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」

○生きることの包括的な支援としての対策の推進

生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす取組を通じて自殺リスクを低下させる。

○関連施策との連携を強化した包括的な取組

様々な分野の人々や組織が密接に連携し、自殺対策の取組を推進する。

○対応の段階に応じた効果的な対策

対応の段階に応じたレベルごとの対策を実施する。

○実践と啓発を両輪とする取組の推進

自殺に追い込まれるという危機に陥った場合は、誰かに援助を求めることが適当であるというこ

とが地域全体の共通認識となるように普及啓発を行う。

○関係者の役割の明確化と連携・協働の推進

国、県、市町村、関係団体、民間団体、企業、県民が連携・協働して自殺対策を推進する。

自殺対策の基本的な考え方

１地域におけるネットワークの強化

県・市町村、関係団体・民間団体、企業、県民等と相互に連携・協働し、自殺対策を推進

２自殺対策を支える人材の育成

ゲートキーパーの育成、かかりつけ医のうつ病研修、心と命の大切さを伝える講演会等

３住民への啓発と周知

イベント開催・メディア等を利用した普及啓発

４生きることの促進要因への支援

相談体制の整備、自殺未遂者支援、依存症対策、人権啓発、残された人への支援

５児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育

つらいときや苦しいときは助けを求めてもよいということを学ぶ教育

１子ども・若者への自殺対策の強化

いじめ問題への対策、子ども虐待の早期発見・早期支援、ひきこもり支援

２勤務問題に対する自殺対策の推進

過労死等防止、メンタルヘルス対策の促進

３経済問題に対する自殺対策の推進

相談窓口の整備、就職支援

４高齢者に対する自殺対策の強化

地域における声かけ活動、特殊詐欺や悪質商法の被害防止

自殺防止のための施策等

基本施策

重点施策

○自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺者数） 令和元年：１４．３ → 令和７年：１３．０

数値目標

≪計画期間 令和３年度～令和７年度≫

資 料 ４－２
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　誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現

　令和８（2026）年度～令和12 （2030）年度までの５年間

(1) 生きることの包括的な支援としての対策の推進

(2) 関連施策との連携を強化した包括的な取組

(3) 対応の段階に応じた効果的な対策

(4) 実践と啓発を両輪とする取組の推進

(5) 関係者の役割の明確化と連携・協働の推進

(6) 自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮

重点施策１

高齢者に対する自殺対策の強化

生活困窮者に対する自殺対策の推進

勤務・経営問題に対する自殺対策の推進

子ども・若者への自殺対策の強化

重点施策４

重点施策３

重点施策２

　　新たな岡山県自殺対策基本計画のポイント　

〈重点施策〉

目指す姿

計画期間

基本方針

〈基本施策〉

具体的な施策

基本施策１

•地域におけるネット
ワークの強化

基本施策２

•自殺対策を支える人材
の育成

基本施策３

•住民への啓発と周知

基本施策４

•自殺未遂者等への支援
の充実

基本施策５

•自死遺族等への支援の
充実

基本施策６

•児童生徒のSOSの出し
方に関する教育

資料５－１

※下線は現行の第３次県基本計画からの主な変更箇所
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【第３次岡山県自殺対策基本計画(R3.3策定)】 【第４次岡山県自殺対策基本計画(案)】

第１章　計画の概要 第１章　計画の概要

1 計画策定の趣旨 1 計画策定の趣旨

2 計画の位置づけ 2 計画の位置付け

3 計画期間 3 計画期間

令和３年度から令和７年度までの５年間 令和８年度から令和１２年度までの５年間

第２章　本県における自殺の現状と課題 第２章　本県における自殺の現状と課題

1 自殺者数及び自殺死亡率の推移 1 自殺者数の推移

2 自殺死亡率の推移

3 自殺者数及び自殺死亡率の都道府県比較

4 ２次医療圏ごとの自殺者数・自殺死亡率

2 自殺者の年齢階級、職業及び原因・動機別の状況

　(１)年齢階級別の状況 5 年齢階級別の状況

　(２)職業別の状況 6 職業別の状況

　(３)原因・動機別の状況 7 原因・動機別の状況

　(４)自殺未遂者の状況 8 自殺未遂者の状況

　(５)令和２年の自殺者の状況 9 自殺の手段

10 新型コロナウイルス感染症拡大下での自殺の概況

　(１)自殺者数の推移

　(２)性別・年齢階級別の状況

　(３)性別・職業別の状況

3 自殺に関する相談の状況 11 自殺に関する相談の状況

4 自殺の現状に対する岡山県独自の取組 12 自殺の現状に対する岡山県独自の取組

5 課題（重点的に対策を講じるべき対象者） 13 対策が優先されるべき対象群と課題

　(１)年齢階級別に見た課題 　(１)地域自殺実態プロファイルによる本県の自殺の特徴

　(２)原因・動機別に見た課題 　(２)課題

　(３)新型コロナウイルス感染症流行の影響

第３章　これまでの取組と評価 第３章　これまでの取組と評価

第４章　自殺対策の基本的な考え方 第４章　自殺対策の基本的な考え方

1 基本理念 1 基本理念

『誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現』 『誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現』

2 基本方針 2 基本方針

　(１)生きることの包括的な支援としての対策の推進 　(１)生きることの包括的な支援としての対策の推進

　(２)関連施策との連携を強化した包括的な取組 　(２)関連施策との連携を強化した包括的な取組

　(３)対応の段階に応じた効果的な対策 　(３)対応の段階に応じた効果的な対策

　(４)実践と啓発を両輪とする取組の推進 　(４)実践と啓発を両輪とする取組の推進

　(５)関係者の役割の明確化と連携・協働の推進 　(５)関係者の役割の明確化と連携・協働の推進

　(６)自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮

第５章　自殺防止のための施策等 第５章　自殺防止のための施策等

1 施策体系

＜基本施策＞ 2 基本施策

1 地域におけるネットワークの強化 　(１)地域におけるネットワークの強化

2 自殺対策を支える人材の育成 　(２)自殺対策を支える人材の育成

3 住民への啓発と周知 　(３)住民への啓発と周知

4 生きることの促進要因への支援 　(４)自殺未遂者等への支援の充実

　(５)自死遺族等への支援の充実

5 児童生徒のSOSの出し方に関する教育 　(６)児童生徒のSOSの出し方に関する教育

＜重点施策＞ 3 重点施策

1 子ども・若者への自殺対策の強化 　(１)子ども・若者への自殺対策の強化

2 勤務問題に対する自殺対策の推進 　(２)勤務・経営問題に対する自殺対策の推進

3 経済問題に対する自殺対策の推進 　(３)生活困窮者に対する自殺対策の推進

4 高齢者に対する自殺対策の強化 　(４)高齢者に対する自殺対策の強化

第６章　計画の数値目標 第６章　計画の数値目標

1 自殺死亡率 自殺死亡率

令和元年 14.3 → 令和7年 13.0　(△1.3） (案) 令和12年 までに12.7以下

第７章　推進体制 第７章　推進体制

1 岡山県における推進体制、施策の評価及び管理 1 岡山県における推進体制、施策の評価及び管理

2 地域における連携、協力の確保 2 地域における連携、協力の確保

岡山県自殺対策基本計画の骨子の比較
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本県における自殺の現状と課題 

１ 自殺者数の推移 

 本県の自殺者数を平成 17 年からみると、400 人前後で推移しており、平成 23 年に 400

人を下回ってからは減少傾向にありましたが、令和３年に増加に転じ、令和６年には●●

人となっています。(図 1) 

また、男女別でみると、本県の毎年の自殺者数の約 70％を男性が占めており、全国の状

況と比較して大きな差異はありません。 

 
 

 

２ 自殺死亡率の推移 

人口 10 万人当たりの自殺者数（以下「自殺死亡率」という。）でみると、本県の自殺死

亡率は全国平均を下回っており、近年は低下傾向にあります。（図 2） 
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３ 自殺者数及び自殺死亡率の都道府県比較 

令和５年における本県の自殺者数は 285 人と、47 都道府県中少ない方から第 27 位とな

っています。（図 3-1） 

 

 

令和５年における本県の自殺死亡率は 15.7と、全国平均と比較して 1.6ポイント低く、

47都道府県中少ない方から第９位となっています。（図 3-2） 
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４ ２次医療圏ごとの自殺者数・自殺死亡率 

（１）２次医療圏別の自殺者数の推移 

   ２次医療圏ごとの自殺者数を見ると、多い順から県南東部、県南西部、津山・英

田、高梁・新見、真庭となっています。（図 4-1） 

 

  

 

   令和６年における自殺者数でみると、県南東部が４割超、県南西部が約３割超であ

り、大半を占めていることがわかります。また、岡山市、倉敷市といった都市部で７

割以上を占めている状態です。（図 4-2） 
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（２）２次医療圏別の自殺死亡率の推移 

令和６年における自殺死亡率は、多い順から、真庭、津山・英田、県南東部、県南

西部、高梁・新見となっています。（図 4-3、表 1） 

 

 

 

（表 1） 
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医療圏別自殺死亡率（図4-3）

県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田

自殺者数
（人）

死亡率
（人口10万対）

自殺者数
（人）

死亡率
（人口10万対）

自殺者数
（人）

死亡率
（人口10万対）

自殺者数
（人）

死亡率
（人口10万対）

自殺者数
（人）

死亡率
（人口10万対）

自殺者数
（人）

死亡率
（人口10万対）

自殺者数
（人）

死亡率
（人口10万対）

Ｒ２ 118 12.98 94 13.26 93 13.07 63 13.06 12 20.27 10 21.79 28 15.72

Ｒ３ 159 17.56 119 16.80 104 14.66 82 17.03 11 19.06 4 8.86 27 15.32

Ｒ４ 120 13.35 85 12.07 114 16.15 73 15.21 8 14.21 6 13.54 43 24.68

Ｒ５ 145 16.23 110 15.67 89 12.69 64 13.39 13 23.68 5 11.51 39 22.69

Ｒ６ 128 14.41 98 14.03 99 14.19 63 13.24 5 9.34 12 28.22 34 20.09

津山・英田
うち岡山市 うち倉敷市

県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）」 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）」 
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５ 年齢階級別の状況 

本県の令和５年の年齢階級別自殺者数をみると、「70 歳以上」が最も多く、次いで、

「50代」、「40代」、「30代」となっています。(図 5-1) 

平成 27 年と令和５年を比較すると、自殺者数は減少しているものの、20 歳未満で見る

と約４倍増加しており、若者の自殺の増加が顕著となっています。 

 

 

本県の令和５年における年齢階級別自殺者の構成割合を全国と比較すると、「20 歳未

満」、「30代」、「40代」が高くなっています。(図 5-2) 
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出典：厚生労働省「人口動態統計」 
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本県の令和５年における死因順位をみると、20～30歳代では、自殺が死因の第１位と

なっています。（表 2-1） 

【岡山県の年齢階級別による死因順位】（令和５年）出典：厚生労働省「人口動態統計」 

 

注：〔1〕死因順位に用いる分類項目による順位である。 

〔2〕死因名は次のように略称で表記している。 

     悪性新生物←悪性新生物（腫瘍） 

     心疾患←心疾患（高血圧性を除く） 

     先天奇形等←先天奇形，変形及び染色体異常 

 

【全国の年齢階級別による死因順位】（令和５年）出典：厚生労働省「人口動態統計」 

  

（表2-1） 第１位 第２位 第３位

不慮の事故 自殺 先天奇形等

（16人） （13人） （12人）

自殺 不慮の事故 悪性新生物

（30人） （10人） （7人）

自殺 悪性新生物 不慮の事故

（44人） （21人） （12人）

悪性新生物 自殺 脳血管疾患

（90人） （50人） （32人）

悪性新生物 心疾患 自殺

（209人） （89人） （53人）

悪性新生物 心疾患 消化器系の疾患

（657人） （180人） （66人）

悪性新生物 心疾患 老衰

（4,696人） （3,527人） （2,978人）

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

70歳以上

60歳代

（表2-2） 第１位 第２位 第３位

自殺 先天奇形等 不慮の事故

（773人） （718人） （387人）

自殺 不慮の事故 悪性新生物

（2,405人） （463人） （390人）

自殺 悪性新生物 心疾患

（2,505人） （1,388人） （604人）

悪性新生物 自殺 心疾患

（5,849人） （3,505人） （2,288人）

悪性新生物 心疾患 自殺

（18,845人） （6,901人） （4,068人）

悪性新生物 心疾患 脳血管疾患

（45,659人） （13,834人） （7,115人）

悪性新生物 心疾患 老衰

（310,033人） （207,173人） （189,561人）

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

20歳未満

20歳代

30歳代
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６ 職業別の状況 

本県の令和６年における自殺者を職業別にみると、有職者の割合が４割を占めており、

無職者（主婦・主夫、失業者、年金等生活者、その他の無職者）に分類される人が全体

の５割を占めています。本県と全国の自殺者の職業別の状況には、大きな差異はありま

せん。(図 6-1) 

 

 
出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（発見日、発見地）」 
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(図 6-1) 

(図 6-2) 

無職者 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（発見日、発見地）」 

 



- 44 - 

 

７ 原因・動機別の状況 

本県の令和６年における自殺者を原因・動機別で全国と比較すると、「勤務問題」、

「不詳」が高くなっています。「不詳」の割合が高いことについては、社会的孤立に

よって特定できない可能性も原因として考えられます。(図 7-1) 

 

 

本県の原因・動機別自殺者の構成割合の推移をみると、うつ病などの精神疾患を

含む「健康問題」が高い水準で推移しています。 (図 7-2)  
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(図 7-1) 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（発見日、発見地）」 

 

(図 7-2) （件） 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（発見日、発見地）」 

 注）自殺の原因・動機について、令和３年以前は、遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定でき
る原因・動機を自殺者１人につき３つまで計上可能としていたが、令和４年以降は、家族等の証言か
ら考え得る場合も含め、自殺者１人につき４つまで計上可能としている。そのため、原因・動機別の
和と自殺者数は一致しない。 

注）「交際問題」のカテゴリーについて、令和 3 年までは「男女問題」というカテゴリーだったが令和 4
年から「交際問題」に変更されたため、統一して表記している。 
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８ 自殺未遂者の状況 
本県における自殺未遂歴のある自殺者数の令和２年から令和６年の推移をみると、令和

３年に増加し、令和４年に減少、以降は横ばいになっています。(図 8-1) 

また、自殺未遂歴がある自殺者の割合は、男性よりも女性の方が高くなっており、自

殺未遂者は、自殺につながるリスクが高い状況にあります。(図 8-2) 
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(図 8-1) 

(図 8-2) 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（発見日、発見地）」 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（発見日、発見地）」 
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９ 自殺の手段 

本県の令和６年における自殺既遂の手段で最も多いのは、首つりで６割以上を占めてい

ます。(図 9-1)  

 
 

 

 

本県の自殺既遂の手段の推移をみると、首つりが高い水準で推移しています。(図 9-2)  
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（人） 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（発見日、発見地）」 

 

(図 9-2) 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（発見日、発見地）」 
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10 新型コロナウイルス感染症拡大下での自殺の概況 

（１）自殺者数の推移 

日本国内において新型コロナウイルス感染症の初めての感染者報告があった令和２

年１月から、感染症法の位置付けが５類へ移行される前の令和５年４月までの 40か月

間を新型コロナウイルス感染症拡大下（以下「コロナ過」という。）とし、コロナ禍

前４年間（平成 28年１月～令和元年 12月）の平均自殺者数と比較します。 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（発見日、発見地）」 

 

（２）性別・年齢階級別の状況 

年代別でみると、男性は 20 代と 40 代に増加が見られ、女性は令和３年に 20 代と

50代が大きく増加しています。（図 10-1） 
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出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（発見日、発見地）」 

 



- 48 - 

 

（３）性別・職業別の状況 

職業別でみると、男性は令和３年と令和５年に有職者が増加しています。女性は、

「学生・生徒等」が増加しています。また、令和３年に有職者、令和４年に主婦・主

夫と年金等生活者が増加しています。 
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出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（発見日、発見地）」 
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11 自殺に関する相談の状況 

（１）岡山県自殺対策推進センター 

県自殺対策推進センターにおける令和６年度の電話相談件数は141件（男性63件、

女性78件）で、性別・年齢階級別にみると、年齢不明を除いて男性では40歳代が最も

多く、女性では20歳代が最も多くなっています。(図11-1) 

相談内容は、男女とも精神的な不調による不安等の心の相談が最も多く、次いで家

庭問題となっています。(図11-2) 

 

【県自殺対策推進センター 年代別電話相談件数】（図 11-1）     令和６年度 

 

出典：県自殺対策推進センター作成 

 

【県自殺対策推進センター 内容別電話相談件数】（図 11-2）     令和６年度 
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（２）社会福祉法人岡山いのちの電話協会 

社会福祉法人岡山いのちの電話協会では24時間体制で電話相談を受け付けており、

自殺傾向割合をダイヤル種別でみると図①のとおりです。通常電話よりもナビダイヤ

ル、フリーダイヤルでの自殺傾向割合が高く、毎日10日のFDや毎日FDが、悩みをかか

える人々に寄り添い、自殺を予防する活動の役割を果たしていると言えます。 

相談内容別受信件数と自殺傾向割合は図②のとおりです。 

 

 

  

出典：社会福祉法人岡山いのちの電話協会広報誌 2024年６月発行第81号 
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12 自殺の現状に対する岡山県独自の取組 

（１）声かけ活動 

本県では、愛育委員、栄養委員、民生委員等の住民組織による訪問・声かけ活動を

行っています。岡山県愛育委員連合会及び岡山市愛育委員協議会では、県内で友愛訪

問を継続的に行い、令和６年度には、約１万７千人の愛育委員が延べ約 66万件の訪問

や声かけ活動を実施しており、「地域のお父さん・お母さん」、「身近な相談役」と

して、各地域で活躍しています。 

こうした愛育委員、栄養委員、民生委員等の訪問・声かけ活動は、地域の絆を強固

にし、本県における自殺死亡率の低水準を維持していることに大きく寄与する要因の

一つと言えます。 

（２）心に不安を抱える妊産婦への支援 

妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援を行うため、市町村が実施する妊婦健診や

産婦健診（産後うつ病のスクリーニング検査を含む。）を受診後に、心に不安を抱え

る妊産婦が円滑に適切な治療を受けられるよう、産科・精神科・小児科の医師も加わ

った市町村等との全県ネットワークである「妊娠中からの切れ目ない支援システム」

を構築し、運用しています。 

平成30年10月から市町村で開始された産婦健診等において、産後うつなどの精神的

不調により、産科医療機関や保健所、市町村等から精神科での相談や支援が必要とさ

れた産婦の確実な受け入れを可能とするため、「妊産婦受け入れ協力医療機関（精神

科・心療内科）リスト」を作成し、相談窓口の明確化を図っています。  
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13 対策が優先されるべき対象群と課題 

（１）地域自殺実態プロファイルによる本県の自殺の特徴 

いのち支える自殺対策推進センター（以下「ＪＳＣＰ」という。）が本県の自殺の

実態を分析した「地域自殺実態プロファイル」等において，令和元年～令和５年の５

年間で，本県における自殺者が多い属性（性別×年代別×仕事の有無別×同居人の有

無別）は，以下の５区分となっています。 

 

【岡山県の主な自殺の特徴（Ｒ元年～Ｒ５年）】 

自殺者の特性上位５区分 
自殺者数 
(5 年計) 

割合 
自殺死亡率* 
(人口 10万対) 

背景にある主な 
自殺の危機経路** 

1 位:男性 60 歳以上無職同居 175 12.4% 24.9 
失業（退職）→生活苦＋介護
の悩み（疲れ）＋身体疾患→
自殺 

2 位:男性 40～59 歳有職同居 143 10.1% 15.5 
配置転換→過労→職場の人間
関係の悩み＋仕事の失敗→う
つ状態→自殺 

3 位:男性 20～39 歳有職同居 112 7.9% 18.9 
職場の人間関係／仕事の悩み
(ブラック企業)→パワハラ＋
過労→うつ状態→自殺 

4 位:女性 60 歳以上無職同居 96 6.8% 8.4 
身体疾患→病苦→うつ状態→
自殺 

5 位:男性 60 歳以上無職独居 95 6.7% 78.0 
失業（退職）＋死別・離別→
うつ状態→将来生活への悲観
→自殺 

出典：ＪＳＣＰ「地域自殺実態プロファイル」 

注)「背景にある主な自殺の危機経路」は、ライフリンク「自殺実態白書 2013」を参考に推定したもので、

自殺者の特性別に見て代表的と考えられる経路の一例を示しており記載の経路が唯一のものではない。 

 

この結果から、本県が重点的に対策を講じる必要がある対象は、「高齢者」、「生

活困窮者」、「有職者」、「子ども・若者」の４つとなります。 

 

推奨される重点パッケージ 

重点パッケージ 

高齢者 

生活困窮者 

勤務・経営 

子ども・若者 

出典：ＪＳＣＰ「地域自殺実態プロファイル」 

注)「重点パッケージ」は上記「岡山県の主な自殺の特徴」の上位３区分の自殺者の特性と「背景にある

主な自殺の危機経路」を参考に「子ども・若者」、「勤務・経営」、「生活困窮者」、「無職者・失

業者」、「高齢者」の中から選定している。 

注)「重点施策」は過去 5 年の合計に基づいており、経年的な推移（過去 5 年の増加傾向等）は考慮して

いない。  
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（２）課題 

重点施策１ 子ども・若者への自殺対策の強化 

 

現状 

〇本県の自殺者を年齢階級別にみると、20歳未満の自殺者数は、10人台を推移してお

り、減少傾向が見られない状況が続いています。20代の自殺者数は、令和４年に増加

に転じたものの、令和５年に減少し、30人台を推移しています。 

（※ 第２章Ｐ28「５ 年齢階級別の状況」参照) 

〇「地域自殺実態プロファイル」によると、高校生の自殺者数の割合が、全国の割合と

比べ高くなっている状況です。（表3） 

〇令和元年～令和５年平均の自殺死亡率を全国と比較すると、男性は、20歳未満、20代

ともに本県の方が高くなっています。一方で、女性については、20歳未満、20代とも

に本県の方が低くなっています。（表4） 

〇本県の原因・動機別自殺者の構成割合の推移を過去５年間でみると、不詳を除い

て、20歳未満では、「学校問題」が多くなっています。（図13-4) 

20代では、「健康問題」、「勤務問題」、「経済・生活問題」が多くなっています。 

（図13-5) 

課題 

〇子ども・若者については、ライフステージ（学校の各段階）や立場（学校や社会と

のつながりの有無等）ごとに置かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれ

る事情も異なっていると言えます。 

〇このため、子ども・若者に対する自殺対策としては、不登校やひきこもり、児童虐

待といった具体的な課題への対応はもとより、学校を中心とした教育機関との連

携、関係機関や民間団体のネットワークによる包括的な支援、そして支援を担う人

材の育成といった多様な側面から取り組む必要があります。 

自殺者数の学生・生徒等別の内訳（Ｒ元年～Ｒ５年合計）＜自殺日・住居地＞ 表 3 

学生・生徒等(全年齢) 自殺者数（人） 割合 全国割合 

 中学生以下 8 11.0% 15.1% 

 高校生 30 41.1% 32.4% 

 大学生 27 37.0% 41.4% 

 専修学校生等 8 11.0% 11.0% 

合計 73 100% 100% 

出典：ＪＳＣＰ「地域自殺実態プロファイル」 

 

自殺者の性・年代別割合と自殺死亡率（Ｒ元年～Ｒ５年平均）＜自殺日・住居地＞表 4 

年代 性別 
自殺死亡率（人口 10 万対） 

岡山県 全国 

20歳未満 
男性 4.85  4.13  

女性 2.76  3.05  

20代 
男性 28.55  24.48  

女性 9.40  13.13  

出典：ＪＳＣＰ「地域自殺実態プロファイル」を改編 
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注）自殺の原因・動機について、令和３年以前は、遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定でき

る原因・動機を自殺者１人につき３つまで計上可能としていたが、令和４年以降は、家族等の証言か

ら考え得る場合も含め、自殺者１人につき４つまで計上可能としている。 

注）「交際問題」のカテゴリーについて、令和３年までは「男女問題」というカテゴリーだったが令和４

年から「交際問題」に変更されたため、統一して表記している。 
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(図 13-4) 

(図 13-5) 

（警察庁自殺統計原票データを厚生労働省自殺対策推進室において特別集計した資料（発見日・発見地）を基に県作成） 

 

（警察庁自殺統計原票データを厚生労働省自殺対策推進室において特別集計した資料（発見日・発見地）を基に県作成） 
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重点施策２ 勤務・経営問題に対する自殺対策の推進 

 

現状 

〇本県の自殺者を年齢階級別にみると、30代から50代の働き盛りの年代の自殺者が多く

なっています。 

（※ 第２章Ｐ28「５ 年齢階級別の状況」参照) 

〇本県の原因・動機別自殺者の構成割合の推移を過去５年間でみると、「勤務問題」

は全体の約１割を占めています。 

（※ 第２章Ｐ31「７ 原因・動機別の状況」参照) 

〇本県の令和６年における自殺の原因・動機をみると、「勤務問題」の内訳は「仕事疲

れ（その他）」が多くなっており、次いで、「職場の人間関係（その他）」が多くなっ

ています。（図13-3) 

課題 

〇働き盛りの年代は、職場での人間関係の問題や仕事疲れなどにより心身に不調を起

こしやすいうえ、家庭内では子育てや介護など役割分担や協力が一層必要になる年

代でもあり、心理的にも社会的にも負担を抱えることが多い年代です。 

〇このため、働き盛りの年代における自殺対策としては、労働環境の一層の改善が必

要であるほか、経営や労働等の問題に対する相談体制の充実等、産業保健分野と連

携を図りながらメンタルヘルス対策を行っていく取組が重要です。 

 

本県の原因・動機別自殺者のうち「勤務問題」の構成割合（図 13-3) 

 

（警察庁自殺統計原票データを厚生労働省自殺対策推進室において特別集計した資料を基に県作成）  

1件

2.6%

8件

21.1%

3件

7.9%

5件

13.2%9件

23.7%

2件

5.3%

5件

13.2%

5件

13.2%

令和６年 勤務問題（岡山県）職場の人間関係（上司とのトラブル）

職場の人間関係（その他）

職場環境の変化（役割・地位の変化等）

職場環境の変化（その他）

仕事疲れ（その他）

解雇・雇い止め

仕事の失敗

勤務問題その他

n=38 
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重点施策３ 生活困窮者に対する自殺対策の推進 

 

現状 

〇無職者については、全国・本県ともに有職者と比べて自殺死亡率が高い傾向がありま

す。また、本県の職業別自殺者数を過去５年間でみると、無職者のうち、「失業者」

と「その他無職」は自殺者数全体の約２割を占めています。 

（※ 第２章Ｐ30「６ 職業別の状況」参照) 

〇本県の令和６年における自殺の原因・動機をみると、「経済・生活問題」が全体の

13.9％を占めています。（※ 第２章Ｐ31「７ 原因・動機別の状況」参照) 

その内訳は「生活苦」が多くなっており、次いで、「負債（多重債務）」、「負債（その

他）」が多くなっています。（図13-2) 

課題 

〇生活困窮の背景には、生活苦や負債のほか、介護、虐待、性暴力被害、依存症、性

的マイノリティ、知的障害、発達障害、精神疾患など自殺リスクにつながる複合的

な課題を抱えている人が少なくないことから、社会的に孤立しやすい傾向にありま

す。 

〇このため、経済的困窮のみならず、人間関係等に係る視点を含めた包括的な支援を

自殺対策に係る機関と緊密に連携しながら展開することが重要です。 

 

本県の原因・動機別自殺者のうち「経済・生活問題」の構成割合（図 13-2) 

 
（警察庁自殺統計原票データを厚生労働省自殺対策推進室において特別集計した資料を基に県作成）  
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令和６年 経済・生活問題（岡山県）事業不振
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生活苦

負債(多重債務)

負債(ギャンブル等)

負債（その他）

経済・生活問題その他

n=51 
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重点施策４ 高齢者に対する自殺対策の強化 

 

現状 

〇本県における高齢者の自殺者数について、暦年自殺者数の３割から４割が60歳以上と

なっています。 

（※ 第２章Ｐ28「５ 年齢階級別の状況」参照) 

〇60歳以上における自殺の原因・動機では、不詳を除いて、「健康問題」が多くなって

おり、次いで、「家庭問題」が多くなっています。（図13-1） 

〇高齢者の自殺については、慢性的な身体的苦痛や身体機能の低下が生じ、社会や家庭

での役割を喪失することや、家族との離別・死別、介護疲れ等により、孤独・孤立の

リスクを抱えるおそれがあります。 

課題 

〇高齢者にあっては、心身の健康を保ち、生きがいを感じながら地域で生活できるよ

う支援をすることが重要です。 

〇このため、家庭や地域における気づきや見守りなどに加え、高齢者が社会参加をし

孤独・孤立とならないよう、生きがいづくりや居場所づくりなど様々な施策を講じ

ていく必要があります。 

（図 13-1） 

 

（警察庁自殺統計原票データを厚生労働省自殺対策推進室において特別集計した資料（発見日・発見地）を基に県作成） 
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注）自殺の原因・動機について、令和３年以前は、遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定で

きる原因・動機を自殺者１人につき３つまで計上可能としていたが、令和４年以降は、家族等の証

言から考え得る場合も含め、自殺者１人につき４つまで計上可能としている。 

注）「交際問題」のカテゴリーについて、令和３年までは「男女問題」というカテゴリーだったが令和

４年から「交際問題」に変更されたため、統一して表記している。 
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計画の数値目標 

 

 

 

 

 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するため、自殺対策の数値目標を自

殺死亡率と定め、令和 12年までに自殺死亡率を 12.7以下にすることを目指します。 

 

（数値目標の積算根拠） 

国は、第４次自殺総合対策大綱において「令和８（2026）年までに、自殺死亡率を平成 27

（2015）年と比べて 30％以上減少させる」数値目標を設定しています。これは、全国の平

成 27（2015）年の自殺死亡率 18.5を、令和８（2026）年までに「13.0」以下にするという

ことです。この数値目標は、本県が第３次計画の数値目標の根拠とした前回（第３次）の大

綱の目標を引き継いでいます。 

第３次計画では、国の目標と同じ「自殺死亡率を 13.0以下にする」を計画の数値目標と

して設定しました。令和５年の自殺死亡率は 15.7となっており、目標としていた自殺死亡

率 13.0を上回っています。 

これを踏まえ、本県の第４次計画においては、「令和 12（2030）年までに、自殺死亡率を

平成 27（2015）年と比べて 30％以上減少させる」数値目標を設定します。 

 

〇国の数値目標 

基準年 
H27

（2015） 
  

基準年 
R8

（2026） 

自殺死亡率 18.5   自殺死亡率 13.0 

 

〇岡山県の数値目標 

基準年 
H27

（2015） 
  

基準年 
R12

（2030） 

自殺死亡率 18.2   自殺死亡率 12.7 

 

（参考）第３次計画の数値目標 

数値目標 現状(R５) 目標(R7) 

自殺死亡率 15.7 13.0 

 

令和 12（2030）年の自殺死亡率 12.7 以下 

30％以上減少 

30％以上減少 

資 料 5-3 
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第
３
次
岡
山
県
自
殺
対
策
基
本
計
画
に
お
け
る
施
策
等
の
評
価
（
詳
細
） 

 〈
基
本
施
策
〉

 

項
目
 

取
 
 
 
組
 

担
当
課
 

評
価
理
由
・
実
績
 

評
価
 

１ 地 域 に お け る ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化 

岡
山
県
自
殺
対
策
連
絡
協
議
会
を
開
催
し
、
岡
山
県
の
自
殺

の
現
状
と
課
題
、
対
策
の
方
向
性
を
検
討
し
ま
す
。

 
健
康
推
進
課
 

・
県
内
関
係
機
関
及
び
団
体
が
一
堂
に
会
し
各
機
関
の
活
動
状
況
を
共
有
す
る
と
と
も
に
、
岡
山
県
の
自
殺
の
現
状
等
 

に
つ
い
て
協
議
を
行
い
、
次
年
度
の
自
殺
対
策
に
つ
な
げ
る
協
議
を
実
施
。
（
年
１
回
）

 
〇
 

地
域
の
市
町
村
、
保
健
所
、
そ
の
他
の
機
関
の
取
組
を
共
有

し
、
連
携
を
強
化
す
る
た
め
の
地
域
自
殺
対
策
連
携
調
整
会

議
を
開
催
し
ま
す
。

 

精
神
保
健
福
祉
 

セ
ン
タ
ー
 

・
自
殺
対
策
保
健
所
・
支
所
担
当
者
連
絡
会
を
実
施
。
 

（
年
１
回
 
※
R
3
及
び

R4
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
開
催
な
し
）

 

 
各
保
健
所
・
支
所
、
倉
敷
市
保
健
所
の
自
殺
対
策
担
当
者

1
0
人
が
出
席
し
、
自
殺
対
策
に
つ
い
て
の
県
の
取
組
、

県
の
自
殺
の
現
状
、
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
説
明
し
た
ほ
か
、
各
保
健
所
・
支
所
の
取
組

現
状
に
つ
い
て
意
見
交
換
。

 

・
子
ど
も
・
若
者
自
殺
対
策
研
修
会
を
実
施
。
（
R
5
、
R6
）
 

 
保
健
所
・
支
所
自
殺
対
策
・
母
子
保
健
担
当
者
、
市
町
村
教
育
委
員
会
生
徒
指
導
担
当
者
、
市
町
村
保
健
福
祉
担
当

者
が
出
席
。
子
ど
も
・
若
者
の
自
殺
対
策
と
し
て
自
殺
の
現
状
、
複
雑
困
難
な
状
況
に
あ
る
子
ど
も
・
若
者
対
応
ア

ウ
ト
リ
ー
チ
チ
ー
ム
事
業
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
い
、
継
続
支
援
の
必
要
性
を
理
解
し
共
有
す
る
と
と
も
に
、
他
機

関
と
の
連
携
体
制
や
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
構
築
す
る
機
会
と
な
っ
た
。

 

〇
 

社
会
福
祉
協
議
会
や
愛
育
委
員
、
栄
養
委
員
、
民
生
委
員
な

ど
、
地
域
に
お
い
て
様
々
な
問
題
に
取
り
組
む
人
々
と
の
連

携
を
強
化
し
ま
す
。

 

健
康
推
進
課
 

・
岡
山
県
自
殺
対
策
連
絡
協
議
会
に
て
愛
育
委
員
、
民
生
委
員
等
と
情
報
共
有
し
岡
山
県
の
自
殺
の
状
況
に
つ
い
て
情

報
共
有
す
る
と
と
も
に
、
啓
発
活
動
等
の
実
施
に
当
た
り
、
関
係
機
関
や
民
間
団
体
と
協
力
し
て
取
り
組
む
こ
と
に

よ
り
、
関
係
機
関
同
士
の
連
携
の
強
化
を
図
っ
た
。

 
〇
 

地
域
福
祉
課
 

・
岡
山
県
社
会
福
祉
協
議
会
に
対
す
る
補
助
金
の
交
付
、
各
種
事
業
の
委
託
及
び
民
生
委
員
に
対
す
る
活
動
費
補
助
金

の
交
付
等
を
通
じ
て
両
機
関
と
の
連
携
を
強
化
。

 
〇
 

各
相
談
窓
口
機
関
に
対
す
る
自
殺
予
防
に
関
す
る
知
識
の
普

及
を
図
る
と
と
も
に
、
連
携
を
強
化
し
ま
す
。

 
健
康
推
進
課
 

・
９
月
の
自
殺
予
防
週
間
（

9
/
10
～
9
/
16
）
、
３
月
の
自
殺
対
策
強
化
月
間
に
あ
わ
せ
て
関
係
機
関
や
民
間
団
体
と
協

力
し
て
街
頭
啓
発
活
動
を
実
施
し
、
相
談
窓
口
を
記
載
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
関

係
機
関
同
士
の
連
携
を
強
化
。
 

〇
 

２ 人 材 育 成  

２
-
(
ア
)
様
々
な
職
種
を
対
象
と
す
る
研
修

 

民
間
団
体
が
行
う
電
話
相
談
事
業
を
担
う
相
談
員
の
育
成
、

資
質
向
上
の
た
め
の
研
修
を
支
援
し
ま
す
。

 
健
康
推
進
課
 

・
岡
山
い
の
ち
の
電
話
協
会
が
運
営
す
る
電
話
相
談
事
業
の
充
実
を
図
る
た
め
、
相
談
員
の
育
成
・
研
修
を
委
託
し
、

新
規
相
談
員
研
修
に
よ
り
新
た
な
相
談
員
を
育
成
。

 
〇
 

 
 

参考資料 3 

評
価
・
・
・
〇
（
当
初
の
計
画
通
り
に
進
展
し
た
）、

△
（
お
お
む
ね
順
調
に
進
展
し
た
）、

×
（
進
展
は
不
十
分
だ
っ
た
）
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項
目
 

取
 
 
 
組
 

担
当
課
 

評
価
理
由
・
実
績
 

評
価
 

２ 自 殺 対 策 を 支 え る 人 材 の 育 成 

様
々
な
分
野
の
人
々
が
自
殺
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
身
に
つ

け
、
自
殺
予
防
対
策
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
、
行
政
職
員
の
み

な
ら
ず
、
警
察
、
教
育
関
係
者
、
弁
護
士
・
司
法
書
士
な
ど
法

律
の
専
門
家
、
住
民
の
健
康
状
態
の
変
化
に
気
づ
き
や
す
い
薬

剤
師
な
ど
の
人
々
に
対
し
て
、
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
の
重
要
性
を

理
解
し
て
も
ら
う
講
座
等
を
開
催
し
ま
す
。

 

健
康
推
進
課
 

・
地
域
自
殺
対
策
強
化
交
付
金
を
活
用
し
、
各
市
町
村
が
実
施
す
る
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
を
支
援
し

、
2
3
市
町
村

で
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
研
修
を
実
施
し
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
を
育
成
。
 

・
保
健
所
・
支
所
に
お
い
て
管
内
市
町
村
と
連
携
し
、
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
研
修
を
共
催
。

 
△

 

生
活
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
助
言
や
援
助
を
行
う
役
割
を
担

う
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
対
し
て
必
要
と
な
る
知
識
、
地
域

社
会
に
お
け
る
問
題
等
に
関
す
る
研
修
会
を
開
催
し
ま
す
。

 

地
域
福
祉
課
 

・
民
生
委
員
に
対
し
て
、
地
域
で
の
実
践
活
動
に
必
要
な
知
識
や
技
術
を
深
め
る
研
修
会
を
開
催
。
 

 
（
備
前
局
・
備
中
局
・
美
作
局

 
各
年
１
回
）
 

〇
 

内
科
等
の
か
か
り
つ
け
の
医
師
が
う
つ
病
等
の
早
期
発
見
・
早

期
対
応
が
で
き
る
よ
う
、
医
師
会
と
連
携
し
、
う
つ
病
診
断
の

知
識
・
技
術
の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
等
を
実
施
し
ま
す
。

 

健
康
推
進
課
 

・
医
師
、
看
護
師
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
、
学
校
関
係
者
等
、
う
つ
病
患
者
と
接
す
る
機
会
ま
た
は
発
見
す
る
機
会
が

多
い
職
種
を
対
象
と
し
て
、
う
つ
病
の
基
礎
知
識
や
対
処
方
法
等
を
主
な
内
容
と
す
る
研
修
会
を
倉
敷
・
津
山
の

２
会
場
で
実
施
。
 

〈
研
修
修
了
者
〉
1
,
00
4
人
(H
20

年
度
か
ら

R
6
年
度
ま
で
の
延
人
数
)
 

△
 

県
自
殺
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
相
談
機
関
の
職
員
の

研
修
会
を
開
催
し
ま
す
。

 

精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
 

下
記
研
修
に
講
師
と
し
て
出
席
。
（
※
R
3
及
び

R4
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
開
催
な
し
）

 

・
市
主
催
の
新
規
採
用
職
員
及
び
社
会
福
祉
協
議
会
職
員
へ
の
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
研
修
（
R
5
.1
1.
7）

 

・
社
会
福
祉
士
会
が
実
施
す
る
自
殺
予
防
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
研
修
（
R
5
.9
.2
、

R6
.9
.2
1
）
 

・
教
育
委
員
会
人
権
教
育
セ
ミ
ナ
ー
（
R
5
.9
.6
）
 

〇
 

2
-
(
イ
）
学
校
教
育
・
社
会
教
育
に
関
わ
る
人
へ
の
研
修

 

学
校
に
お
け
る
い
じ
め
や
暴
力
行
為
な
ど
問
題
行
動
を
初
期
段

階
で
確
実
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
教
員
の
育
成
に
努

め
ま
す
。

 

教
育
庁
 

人
権
教
育
・
生

徒
指
導
課
 

・
生
徒
指
導
主
事
研
修
会
（
小
・
中
・
高
・
特
）
を
開
催
。
（
各
年
１
回
）
 

・
小
・
中
学
校
教
員
対
象
の
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
配
置
事
業
連
絡
協
議
会
を
開
催
。
（
各
年
１
回
）
 

・
高
等
学
校
・
特
別
支
援
学
校
教
育
相
談
担
当
者
研
修
を
実
施
。
（
年
１
回
）
 

〇
 

子
ど
も
の
自
殺
の
未
然
防
止
に
向
け
た
教
職
員
等
に
対
す
る
研

修
、
指
導
資
料
の
活
用
促
進
、
講
師
に
よ
る
心
と
命
の
大
切
さ

を
伝
え
る
講
演
会
等
の
取
組
を
促
進
し
ま
す
。

 

教
育
庁
 

人
権
教
育
・
生

徒
指
導
課
 

・
「
Ｓ
Ｏ
Ｓ
の
出
し
方
に
関
す
る
教
育
」
に
係
る
研
修
講
座
を
開
催
。

 

 
〈
参
加
者
〉
R
3
年
度
：
9
8
人
、
R
4
年
度
：
1
01

人
、
R5

年
度
：
9
2
人
、
R
6
年
度
:
98

人
 

・
小
学
校
編
か
ら
高
等
学
校
編
ま
で
の
「
自
殺
予
防
教
育
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
改
訂
し
、
県
立
学
校
訪
問
研
修
に

て
使
用
、
周
知
。
 

〈
開
催
校
〉
R
3
年
度
：
1
6
校
、
R4

年
度
：
15

校
、
R5

年
度
：
1
4
校
、
R
6
年
度
：
1
4
校
 

・
心
と
命
の
サ
ポ
ー
ト
事
業
に
よ
る
講
師
派
遣
。
 

〈
実
施
校
〉
R
3
年
度
：
6
7
校
、
R4

年
度
：
73

校
、
R5

年
度
：
9
3
校
、
R
6
年
度
：
1
09

校
 

〇
 

ひ
き
こ
も
り
支
援
の
実
務
者
の
情
報
交
換
や
研
修
会
の
開
催
に

よ
る
ひ
き
こ
も
り
予
防
支
援
が
で
き
る
人
材
育
成
に
努
め
ま

す
。

 

健
康
推
進
課
・
 

精
神
保
健
福
祉
 

セ
ン
タ
ー
 

・
ひ
き
こ
も
り
対
策
連
絡
会
議
及
び
研
修
会
を
開
催
し
、
ひ
き
こ
も
り
支
援
関
係
機
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
と
支

援
者
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
っ
た
。
（
年
１
回
）
 

〇
 

 
 

評
価
・
・
・
〇
（
当
初
の
計
画
通
り
に
進
展
し
た
）、

△
（
お
お
む
ね
順
調
に
進
展
し
た
）、

×
（
進
展
は
不
十
分
だ
っ
た
）
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項
目
 

取
 
 
 
組
 

担
当
課
 

評
価
理
由
・
実
績
 

評
価
 

３ 住 民 へ の 啓 発 と 周 知 

3
-
(
ア
)
イ
ベ
ン
ト
開
催
・
メ
デ
ィ
ア
等
を
利
用
し
た
普
及
啓
発

 

民
間
団
体
が
行
う
電
話
相
談
事
業
の
周
知
を
図
り
ま
す
。

 
健
康
推
進
課
 

９
月
の
自
殺
予
防
週
間
（

9
/1
0
～
9/
16
）
、
３
月
の
自
殺
対
策
強
化
月
間
に
あ
わ
せ
て

関
係
機
関
や
民
間
団
体
と
協
力

し
て
街
頭
啓
発
活
動
を
実
施
し
、
岡
山
い
の
ち
の
電
話
等
の
電
話
相
談
窓
口
を
記
載
し
た
啓
発
資
材
を
配
布
。
 

〇
 

い
じ
め
を
し
な
い
、
い
じ
め
を
許
さ
な
い
学
校
づ
く
り
を
目

指
し
た
「
岡
山
県
子
ど
も
い
じ
め
防
止
宣
言
」
に
基
づ
く
い

じ
め
防
止
ポ
ス
タ
ー
・
標
語
の
募
集
な
ど
、
学
校
や
家
庭
、

地
域
に
お
け
る
い
じ
め
の
未
然
防
止
等
に
向
け
た
取
組
を
推

進
し
ま
す
。

 

教
育
庁
 

人
権
教
育
・
生

徒
指
導
課
 

・
「
い
じ
め
に
つ
い
て
考
え
る
週
間
」

(
6
月
第

1
月
曜
日
か
ら

1
週
間
)
を
設
定
し
、
学
校
や
家
庭
、
地
域
に
お
い
て
、

い
じ
め
を
許
さ
な
い
意
識
の
啓
発
や
い
じ
め
の
未
然
防
止
等
の
取
組
を
充
実
さ
せ
る
契
機
と
し
た
。

 

・
ポ
ス
タ
ー
・
標
語
の
作
成
を
通
し
て
、
い
じ
め
防
止
に
向
け
た
児
童
生
徒
の
関
心
と
意
欲
を
高
め
た
。
優
秀
作
品
に
つ

い
て
は
表
彰
し
、
県
教
育
長
賞
の
作
品
は
ポ
ス
タ
ー
と
し
て
学
校
等
に
配
布
、
啓
発
に
役
立
て
た
。

 

〇
 

自
殺
予
防
週
間
（
９
月

1
0
日
～
９
月

1
6
日
）
と
自
殺
対
策

強
化
月
間
（
３
月
）
を
中
心
に
、
県
・
市
町
村
・
関
係
団
体

等
が
連
携
し
て
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
等
を
活
用
し
、
自
殺
予
防
に

つ
い
て
の
普
及
啓
発
を
行
い
ま
す
。

 

健
康
推
進
課
 

・
街
頭
啓
発
活
動
と
し
て
自
殺
予
防
啓
発
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
配
る
と
と
も
に
、
相
談
窓
口
を
記
載
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の

配
布
、
ラ
ジ
オ
放
送
等
の
普
及
啓
発
を
行
っ
た
。

 
〇
 

精
神
保
健
福
祉
 

セ
ン
タ
ー
 

・
県
庁
県
民
室
、
県
立
図
書
館
な
ど
で
自
殺
予
防
パ
ネ
ル
展
示
、
県
自
殺
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
啓

発
用
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
、
啓
発
用
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
等
を
配
布
。
 

〇
 

保
健
所
・
支
所
 

・
地
域
で
開
催
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
の
機
会
を
と
ら
え
て
自
殺
に
関
す
る
パ
ネ
ル
の
展
示
や
啓
発
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配

布
等
を
実
施
。
 

〇
 

県
自
殺
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
大
学
生
等
若
者
を

対
象
に
自
殺
の
現
状
や
予
防
、
地
域
の
相
談
先
に
関
す
る
情

報
等
に
つ
い
て
普
及
啓
発
を
行
い
ま
す
。

 

精
神
保
健
福
祉
 

セ
ン
タ
ー
 

・
若
年
者
へ
の
普
及
啓
発
と
し
て
、
大
学
生
を
対
象
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
対
策
と
同
時
に
講
座
を
催
し
、
若
者

の
自
殺
予
防
を
含
む
精
神
保
健
へ
の
意
識
の
向
上
に
努
め
た
。
 

〈
実
施
校
・
受
講
者
〉
R
3
年
度
：
５
大
学

2
41

人
、
R4

年
度
：
６
大
学

3
12

人
、
 

R
5
年
度
：
５
大
学
２
専
門
学
校

4
58

人
、
R6

年
度
：
９
校

4
17

人
 

〇
 

ア
ル
コ
ー
ル
、
薬
物
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
に
つ
い
て
の

啓
発
活
動
を
行
い
ま
す
。

 

健
康
推
進
課
 

・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題
啓
発
週
間
（
５
月

14
日
～
20

日
）
及
び
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
啓
発
週
間
（

1
1
月

10

日
～
1
6
日
）
に
お
い
て
、
県
の
広
報
媒
体
（

R
S
K
ラ
ジ
オ
、
F
M
岡
山
、
S
N
S
）
を
活
用
し
た
相
談
窓
口
の
周
知
、
県

庁
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
へ
の
ポ
ス
タ
ー
掲
示
、
市
町
村
や
保
健
所
な
ど
へ
の
ポ
ス
タ
ー
掲
示
の
依
頼
な
ど
に
よ
り
県
民
へ

の
普
及
啓
発
を
行
っ
た
。

 

〇
 

精
神
保
健
福
祉
 

セ
ン
タ
ー
 

・
若
年
者
へ
の
普
及
啓
発
と
し
て
、
大
学
生
を
対
象
に
、
自
殺
予
防
対
策
と
同
時
に
講
座
を
催
し
、
若
者
の
ア
ル
コ
ー

ル
関
連
問
題
を
含
む
精
神
保
健
へ
の
意
識
の
向
上
に
努
め
た
。
 

〇
 

保
健
所
・
支
所
 

・
地
域
で
開
催
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
の
機
会
を
と
ら
え
て

ア
ル
コ
ー
ル
、
薬
物
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
に
関
す
る
パ
ネ

ル
の
展
示
や
啓
発
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
等
を
実
施
。

 
〇
 

 
 

評
価
・
・
・
〇
（
当
初
の
計
画
通
り
に
進
展
し
た
）、

△
（
お
お
む
ね
順
調
に
進
展
し
た
）、

×
（
進
展
は
不
十
分
だ
っ
た
）
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項
目
 

取
 
 
 
組
 

担
当
課
 

評
価
理
由
・
実
績
 

評
価
 

４ 生 き る こ と の 促 進 要 因 へ の 支 援 

4
-
(
ア
)
相
談
体
制
の
整
備
 

県
自
殺
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
自
殺
に
関
す
る
電
話

相
談
を
行
い
ま
す
。

 

精
神
保
健
福
祉
 

セ
ン
タ
ー
 

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
悩
み
や
情
報
を
求
め
て
い
る
方
に
対
す
る
電
話
に
よ
る
相
談
支
援
を
通
年
実
施
。
 

〈
実
施
日
〉
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

9
：
3
0
～
12
:0
0
、
1
3
：
0
0
～
1
6
：
0
0 

〈
相
談
件
数
〉
R
3
年
度
：
5
42

件
、
R
4
年
度
：
5
35

件
、
R5

年
度
：
1
73

件
、

R6
年
度
：
14
1
件
 

 
 
 
 
 
 
（
※
R
5
年
度
か
ら
自
殺
危
険
度
が
な
い
相
談
（
無
言
電
話
等
）
は
件
数
に
計
上
し
て
い
な
い
。
）
 

〇
 

ア
ル
コ
ー
ル
、
薬
物
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
に
つ
い
て
の
相

談
を
行
い
ま
す
。

 

精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
 

・
依
存
症
相
談
員
を
配
置
し
、
相
談
者
の
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
相
談
、
指
導
を
含
め
た
支
援
を
実
施
。
 

〈
相
談
件
数
〉
R
3
年
度
：
1
99

件
、
R
4
年
度
：
1
64

件
、
R5

年
度
：
1
88

件
、

R6
年
度
：
24
0
件
 

〇
 

保
健
所
・
支
所
 

・
市
町
や
関
係
機
関
と
連
携
し
、
家
庭
訪
問
や
面
接
な
ど
の
相
談
支
援
を
実
施
。
断
酒
会
や
専
門
医
と
の
個
別
相

談
を
通
じ
て
医
療
へ
の
橋
渡
し
や
支
援
を
行
っ
た
。

 
〇
 

精
神
的
な
苦
痛
と
な
る
犯
罪
等
に
つ
い
て
、
被
害
の
未
然
防
止

に
関
す
る
相
談
、
生
活
の
安
全
と
平
穏
に
関
す
る
総
合
相
談
窓

口
の
設
置
に
よ
る
精
神
的
な
負
担
の
緩
和
や
問
題
解
決
の
相
談

を
行
い
ま
す
。

 

警
察
本
部
 

県
民
広
報
課
 

・
警
察
総
合
相
談
電
話
及
び
警
察
本
部
代
表
電
話
等
を
通
じ
て

2
4
時
間
対
応
し
て
お
り
、
犯
罪
被
害
の
未
然
防

止
、
生
活
安
全
等
に
関
す
る
警
察
安
全
相
談
窓
口
に
寄
せ
ら
れ
た
相
談
に
対
し
、
助
言
、
誘
導
等
を
行
い
、
相

談
者
の
精
神
的
負
担
緩
和
や
問
題
解
決
に
努
め
た
。

 

〇
 

犯
罪
被
害
者
等
の
権
益
保
護
を
図
る
た
め
、
総
合
的
な
対
応
窓

口
を
設
置
し
て
支
援
に
関
す
る
適
切
な
情
報
提
供
を
行
う
と
と

も
に
、
心
身
に
受
け
た
被
害
か
ら
回
復
で
き
る
よ
う
関
係
機
関

と
協
力
し
て
支
援
し
ま
す
。

 

く
ら
し
安
全
安

心
課
 

・
犯
罪
被
害
者
等
が
必
要
な
支
援
を
ス
ム
ー
ズ
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
総
合
的
対
応
窓
口
に
お
い
て
、
支
援
に
関

す
る
適
切
な
情
報
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
、
調
整
を
行
っ
た
。

 
〇
 

県
内
で
暮
ら
す
外
国
人
を
支
援
す
る
た
め
、
岡
山
県
外
国
人
相

談
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
経
済
問
題
や
健
康
問
題
な
ど
自
殺
の

原
因
と
な
り
う
る
相
談
を
含
む
生
活
相
談
に
多
言
語
で
対
応
し

ま
す
。

 

国
際
課
 

・
県
内
で
暮
ら
す
外
国
人
を
支
援
す
る
た
め
、
岡
山
県
外
国
人
相
談
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
経
済
問
題
や
健
康
問

題
な
ど
自
殺
の
原
因
と
な
り
う
る
相
談
を
含
む
生
活
相
談
に
多
言
語
で
対
応
。

 

〈
相
談
件
数
〉
R
3
年
度
：
1
,0
90

件
、
R
4
年
度
：
1
,0
80

件
、
R5

年
度
：
1
,
07
0
件
、
R6

年
度
：
1,
07
4
件
 

〇
 

4
-
(
イ
)
自
殺
リ
ス
ク
を
低
下
さ
せ
る
取
組
 

 

自
殺
リ
ス
ク
の
高
い
人
の
相
談
に
つ
い
て
、
訪
問
や
関
係
機
関

へ
の
連
絡
等
に
よ
る
連
携
を
図
り
適
切
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

 

精
神
保
健
福
祉
 

セ
ン
タ
ー
 

・
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
に

て
受
け

た
相

談
に

対
し

て
リ

ス
ク

ア
セ
ス

メ
ン

ト
を

行
い

、
ハ

イ
リ

ス
ク
者

に
は

継
続
相
談
と
適
切
な
支
援
機
関
へ
つ
な
ぐ
こ
と
で
、
自
殺
リ
ス
ク
の
軽
減
を
図
っ
た
。

 

〈
危
険
度
２

※
以
上
の
相
談
件
数
〉

R
3
年
度
：
8
6
件
、
R4

年
度
：
64

件
、
R
5
年
度
：
8
8
件
、
R6

年
度
：
8
2
件
 

 
※
危
険
度
２
と
は
、
自
殺
に
傾
く
何
ら
か
の
思
考
を
持
っ
て
お
り
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
に
よ
り
自
殺
リ
ス
ク
が
あ
る
状
態
の
こ
と
。
 

〇
 

保
健
所
・
支
所
 

・
相

談
者

に
対

し
家

庭
訪

問
や

面
接
な

ど
で

支
援

を
行

い
、

医
療

や
サ
ー

ビ
ス

が
必

要
な

場
合

は
関

係
機
関

と
連

携
し
て
対
応
。
 

〇
 

救
急
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
自
殺
未
遂
者
に
対
し
て
、
医
師
、
保

健
師
、
精
神
保
健
福
祉
士
な
ど
の
多
職
種
で
構
成
す
る
自
殺
未

遂
者
支
援
チ
ー
ム
を
病
院
に
派
遣
し
、
保
健
所
・
市
町
村
等
と

協
力
し
て
医
療
機
関
な
ど
の
適
切
な
地
域
資
源
へ
つ
な
ぎ
、
生

活
支
援
を
行
い
ま
す
。

 

精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
 

・
救
急
医
療
機
関
等
の
自
殺
未
遂
者
の
退
院
に
際
し
、
地
域
で
の
相
談
支
援
が
必
要
と
さ
れ
る
方
に
、
保
健
所
・

支
所
と
連
携
し
て
支
援
を
行
っ
た
。

 

〈
病
院
か
ら
の
未
遂
者
支
援
依
頼
人
数
〉
R
3
年
度
：
0
人
、
R4

年
度
：
1
人
、
R5

年
度
：
2
人
、
R6

年
度
：
3
人
 

〇
 

評
価
・
・
・
〇
（
当
初
の
計
画
通
り
に
進
展
し
た
）、

△
（
お
お
む
ね
順
調
に
進
展
し
た
）、

×
（
進
展
は
不
十
分
だ
っ
た
）
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 項
目
 

取
 
 
 
組
 

担
当
課
 

評
価
理
由
・
実
績
 

評
価
 

４ 生 き る こ と の 促 進 要 因 へ の 支 援 

産
後
う
つ
の
予
防
や
子
ど
も
虐
待
予
防
等
の
た
め
、
関
係
機
関

等
と
連
携
し
、
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
ま
で
の
切
れ
目
の
な
い

支
援
に
取
り
組
み
ま
す
。

 

健
康
推
進
課
 

・
妊

娠
中

か
ら

の
切

れ
目

な
い

支
援
シ

ス
テ

ム
や

「
妊

産
婦

受
け

入
れ
協

力
医

療
機

関
（

精
神

科
・

心
療
内

科
）

リ
ス

ト
」

を
活

用
し

て
産

科
・

精
神

科
・
小

児
科

医
療

機
関

及
び

保
健

所
・
市

町
村

が
連

携
を

図
り

、
個

別
支

援
等
を
実
施
。
 

△
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る
自
殺
予
告
事
案
を
認
知
し
た
場

合
に
は
、
適
切
に
対
応
し
ま
す
。

 

警
察
本
部
 

サ
イ
バ
ー
犯
罪

対
策
課
 

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
等
か
ら
の
通
報
や
サ
イ
バ
ー
パ
ト
ロ
ー
ル
に
よ
り
認
知
し
た
自
殺
予
告
事
案
に
つ
い

て
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
に
契
約
者
情
報
を
緊
急
照
会
す
る
な
ど
し
て
投
稿
者
の
安
否
確
認
を
実
施
。

 
〇
 

警
察
活
動
を
通
じ
て
自
殺
の
お
そ
れ
の
あ
る
精
神
障
害
者
と
思

慮
さ
れ
る
人
等
を
発
見
し
た
場
合
は
適
切
な
保
護
活
動
や
関
係

機
関
へ
の
通
報
を
実
施
し
ま
す
。

 

警
察
本
部
 

生
活
安
全
企
画

課
 

・
警
察
活
動
に
よ
り
自
殺
の
お
そ
れ
の
あ
る
精
神
障
害
者
と
思
慮
さ
れ
る
人
を
発
見
し
た
際
に
は
、
精
神
保
健
福

祉
法
第

2
3
条
に
基
づ
く
関
係
機
関
へ
の
通
報
を
行
い
、
適
切
な
保
護
活
動
を
行
っ
た
。

 
〇
 

ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
へ
の
正
し
い
理

解
と
知
識
の
普
及
、
当
事
者
や
家
族
を
相
談
・
治
療
・
回
復
支

援
に
つ
な
げ
る
た
め
の
連
携
体
制
を
強
化
し
ま
す
。

 

健
康
推
進
課
 

・
当
事
者
や
家
族
の
回
復
支
援
を
目
的
に
、
自
助
グ
ル
ー
プ
団
体
へ
補
助
金
を
交
付
。

 

・
精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー
に
委
託
し
、
連
携
会
議
や
研
修
を
通
じ
て
情
報
共
有
と
人
材
育
成
を
実
施
。
 

・
県
断
酒
新
生
会
の
セ
ミ
ナ
ー
に
協
力
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
問
題
の
連
携
体
制
強
化
に
努
め
た
。

 
△
 

医
薬
安
全
課
 

・
県
内
の
小
学
校

6
年
生
と
高
校

3
年
生
の
家
庭
、
お
よ
び
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
で
啓
発
冊
子
や
資
材
を
配
布
。
 

・
大
麻
防
止
啓
発
の
た
め
、
マ
ン
ガ
動
画
を
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

S
NS

広
告
で
公
開
。
 

 
〈
動
画
再
生
回
数
〉
R
4
年
度
：
約

7
万

8
千
回
、
R5

年
度
：
約

39
万
回
、
R6

年
度
:約

70
万
回
 

・
市
販
薬
乱
用
防
止
の
た
め
、
相
談
を
促
す
動
画
を
作
成
し
、

S
NS

広
告
で
啓
発
。
 

〈
動
画
再
生
回
数
〉
R
6
年
度
:
約

30
万
回
 

〇
 

医
療
を
中
心
と
す
る
専
門
職
で
構
成
す
る
多
職
種
チ
ー
ム
に
よ

る
ア
ウ
ト
リ
ー
チ

(
訪
問
支
援
活
動
)
を
行
い
ま
す
。
 

精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
 

・
地
域

で
孤

立
し

、
医

療
導

入
や

治
療
継

続
が

困
難

な
者

に
対

し
て

、
保
健

所
・
市

町
村

と
連

携
し

、
多
職
種
・
多

機
関
で
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
を
実
施
。

 

〈
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
実
施
〉

R
3
年
度
：
実

5
3
件
/
延

5
27

件
、
R4

年
度
：
実

3
8
件
/
延

7
50

件
、
 

R
5
年
度
：
実

33
件
/
延

6
98

件
、
R
6
年
度
：
実

25
件
/
延

3
08

件
 

〇
 

心
身
を
傷
つ
け
ら
れ
、
人
権
を
侵
害
さ
れ
る
な
ど
、
複
雑
で
深

刻
化
す
る
現
代
の
女
性
の
様
々
な
問
題
に
対
し
て
、
相
談
・
保

護
・
自
立
支
援
な
ど
専
門
的
支
援
を
行
い
ま
す
。

 

人
権
・
男
女
共

同
参
画
課
 

・
岡
山
県
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
（
ウ
ィ
ズ
セ
ン
タ
ー
）
等
に
お
い
て
、
専
門
相
談
員
に
よ
る

D
V
被
害
者

の
た
め
の
相
談
窓
口
を
設
置
・
運
営
。
 

〈
D
V
相
談
件
数
〉
R
3
年
度
：
3
91

件
、
R
4
年
度
：
3
71

件
、
R5

年
度
：
2
89

件
、
R6

年
度
:1
35

件
 

〇
 

地
域
福
祉
課
 

・
精

神
的

な
問

題
を

抱
え

る
女

性
へ
、

相
談

・
保

護
・

自
立

支
援

な
ど
、

そ
れ

ぞ
れ

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た
支

援
を

提
供
す
る
ほ
か
、
関
係
機
関
と
の
連
携
や
相
談
員
等
の
資
質
向
上
の
た
め
研
修
を
実
施
。
 

〇
 

警
察
本
部
 

人
身
安
全
対
策

課
 

・
D
V
事
案
な
ど
危
害
の
恐
れ
が
あ
る
相
談
に
迅
速
対
応
し
、
安
全
確
保
を
最
優
先
に
保
護
対
策
を
実
施
。
 

〇
 

 
 

評
価
・
・
・
〇
（
当
初
の
計
画
通
り
に
進
展
し
た
）、

△
（
お
お
む
ね
順
調
に
進
展
し
た
）、

×
（
進
展
は
不
十
分
だ
っ
た
）
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項
目
 

取
 
 
 
組
 

担
当
課
 

評
価
理
由
・
実
績
 

評
価
 

４ 生 き る こ と の 促 進 要 因 へ の 支 援 

子
育
て
と
生
計
の
維
持
を
一
人
で
担
い
、
様
々
な
困
難
を
抱
え

て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
方
の
、
不
安
や
悩
み
ご
と
に
対
す
る

相
談
、
利
用
で
き
る
制
度
の
紹
介
や
就
職
支
援
を
行
い
ま
す
。

 

子
ど
も
家
庭
課
 

・
ひ

と
り

親
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
に
て

生
活

・
就

業
に

係
る

相
談

対
応
を

行
う

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
や

各
種

広
報
媒
体
に
て
ひ
と
り
親
が
活
用
で
き
る
制
度
を
紹
介
。
 

〈
相
談
件
数
〉
R
3
年
度
：
1
,2
90

件
、
R
4
年
度
：
1
,0
69

件
、
R5

年
度
：
1
,
26
7
件
、
R6

年
度
：
1,
51
2
件
 

〈
就
職
支
援
〉
R
4
年
度
：
2
0
人
、
R
5
年
度
：
1
9
人
、
R6

年
度
:2
1
人
 

〇
 

性
的
少
数
者
は
、
社
会
や
地
域
の
無
理
解
や
偏
見
等
の
社
会
的

要
因
に
よ
っ
て
自
殺
念
慮
を
抱
え
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

性
的
少
数
者
を
正
し
く
理
解
し
、
多
様
な
性
を
認
め
る
教
育
・

啓
発
に
取
り
組
み
ま
す
。

 

人
権
・
男
女
共

同
参
画
課
 

・
S
O
GI

や
LG
BT
Q
に
つ
い
て
説
明
し
た
チ
ラ
シ
を
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
や
講
座
で
配
布
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

情
報
提
供
。
 

・
U
D
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
養
成
講
座
で
「
多
様
な
性
」
を
テ
ー
マ
に
講
座
を
実
施
。

 

・
職
員
向
け
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
県
民
向
け
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
、
性
の
多
様
性
へ
の
理
解
を
促
進
。

 

〇
 

教
育
庁
 

人
権
教
育
・
生

徒
指
導
課
 

・
研

修
講

座
や

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

を
通

じ
て

、
性

的
少

数
者

が
抱

え
る

生
き

づ
ら

さ
や

自
殺

リ
ス

ク
の

高
さ

に
つ

い

て
、
資
料
を
用
い
て
説
明
し
理
解
を
深
め
た
。

 
〇
 

4
-
(
ウ
)
生
き
る
こ
と
の
促
進
要
因
を
増
や
す
取
組

 

障
害
の
あ
る
人
を
含
め
、
働
く
希
望
の
あ
る
人
す
べ
て
が
、
そ

の
適
性
と
能
力
に
応
じ
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
等
と
緊
密
に
連
携
し
な
が
ら
、
働
き
や
す
い
職
場
環
境

の
確
保
な
ど
を
企
業
に
働
き
か
け
る
と
と
も
に
、
就
職
面
接
会

の
開
催
や
県
立
高
等
技
術
専
門
校
、
さ
ら
に
は
企
業
、
社
会
福

祉
法
人
、
民
間
教
育
機
関
等
多
様
な
委
託
先
を
活
用
し
た
職
業

訓
練
の
実
施
に
よ
る
就
労
支
援
を
行
い
ま
す
。

 

障
害
福
祉
課
 

・
障

害
の

あ
る

人
の

就
労

、
生

活
の
両

面
を

サ
ポ

ー
ト

す
る

障
害

者
就
業

・
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
を

核
と
し

、
福

祉
事
業
所
か
ら
一
般
就
労
へ
の
移
行
を
促
進
。
 

〇
 

労
働
雇
用
政
策
課
 

・
県
内
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
連
携
し
て
障
害
者
向
け
就
職
面
接
会
を
開
催
。

 

〈
参
加
者
〉
R
4
年
度
：
企
業

53
社
、
就
職
者

3
0
人
、
R5

年
度
：
企
業

8
0
社
、
就
職
者

53
人
、
 

R
6
年
度
：
企
業

87
社
、
就
職
者

41
人
 

・
障
害
者
委
託
訓
練
を
企
業
へ
委
託
に
よ
り
実
施
。
 

〈
修
了
者
〉
R
4
年
度
：
2
人
、
R5

年
度
：
2
人
、
R6

年
度
：
3
人
 

・
県
立
高
等
技
術
専
門
校
で
新
卒
者
や
離
職
者
を
対
象
に
訓
練
科
で
職
業
訓
練
を
実
施
。

 

〈
入
校
者
〉
R
3
年
度
：
1
34

人
、
R4

年
度
：
16
3
人
、
R5

年
度
：
14
6
人
、

R
6
年
度
：
1
38

人
 

・
民
間
教
育
訓
練
機
関
に
委
託
し
、
離
職
者
向
け
に
職
業
訓
練
を
実
施
。
 

〈
受
講
者
〉
R
3
年
度
：
7
62

人
、
R4

年
度
：
68
1
人
、
R5

年
度
：
56
9
人
、

R
6
年
度
：
5
41

人
 

△
 

家
庭
、
地
域
、
職
場
等
あ
ら
ゆ
る
場
で
の
人
権
啓
発
に
取
り
組

む
と
と
も
に
、
人
権
に
関
す
る
相
談
・
支
援
体
制
の
充
実
を
推

進
し
ま
す
。

 

人
権
・
男
女
共

同
参
画
課
 

・
人

権
に

関
す

る
相

談
窓

口
チ

ラ
シ
を

作
成

し
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
掲
載

、
イ

ベ
ン

ト
や

研
修

会
で

配
布
、

公
民

館
等

2
00

か
所
で
配
布
。
 

・
人
権
相
談
機
関
の
相
談
員
向
け
研
修
を
開
催
し
専
門
知
識
の
習
得
と
相
談
機
関
間
の
連
携
を
促
進
。
（
年

1
回
）
 

〇
 

 
 

評
価
・
・
・
〇
（
当
初
の
計
画
通
り
に
進
展
し
た
）、

△
（
お
お
む
ね
順
調
に
進
展
し
た
）、

×
（
進
展
は
不
十
分
だ
っ
た
）
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項
目
 

取
 
 
 
組
 

担
当
課
 

評
価
理
由
・
実
績
 

評
価
 

 生 き る こ と の 促

進 要 因 へ の 支 援 

4
-
(
エ
)
遺
さ
れ
た
人
へ
の
支
援
 

大
切
な
人
の
死
に
よ
り
遺
さ
れ
た
方
に
対
し
て
必
要
な
情
報
を

提
供
す
る
と
と
も
に
、
保
健
所
等
に
お
い
て
、
自
死
遺
族
の
会

（
わ
か
ち
あ
い
の
会
）
を
開
催
し
、
自
死
遺
族
同
士
の
交
流
の

場
の
提
供
に
よ
る
遺
族
の
心
理
的
苦
痛
の
緩
和
に
努
め
ま
す
。

 

精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
 

・
自

死
関

連
の

相
談

に
傾

聴
と

支
援
機

関
へ

の
つ

な
ぎ

を
実

施
し

、
遺
族

に
は

保
健

所
で

行
わ

れ
て

い
る
自

死
遺

族
の
会
を
紹
介
す
る
ほ
か
、
自
死
遺
族
に
向
け
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
パ
ネ
ル
展
示
。

 
〇
 

保
健
所
・
支
所
 

・
備

前
・

備
中

・
美

作
保

健
所

に
お
い

て
、

大
切

な
方

を
自

殺
で

亡
く
さ

れ
た

方
を

対
象

に
、

抱
え

て
い
る

感
情

や
体
験
を
語
り
合
う
場
と
し
て
わ
か
ち
あ
い
の
会
を
開
催
。

 
〇
 

 

児
童
生
徒
に
対
す
る
「
困
難
な
事
態
、
強
い
心
理
的
負
担
を
受

け
た
場
合
等
に
お
け
る
対
処
の
仕
方
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
教

育
（
Ｓ
Ｏ
Ｓ
の
出
し
方
に
関
す
る
教
育
）
」
を
推
進
し
ま
す
。

 

教
育
庁
 

人
権
教
育
・
生

徒
指
導
課
 

 ・
「
Ｓ
Ｏ
Ｓ
の
出
し
方
に
関
す
る
教
育
」
に
係
る
研
修
講
座
を
開
催
。
（
再
掲
）

 

・
小
学
校
編
か
ら
高
等
学
校
編
ま
で
の
「
自
殺
予
防
教
育
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
改
訂
し
、
県
立
学
校
訪
問
研
修

に
て
使
用
、
周
知
。
（
再
掲
）

 

・
心
と
命
の
サ
ポ
ー
ト
事
業
に
よ
る
講
師
派
遣
。
（
再
掲
）
 

 

〇
 

  〈
重
点
施
策
〉

 

項
目
 

取
 
 
 
組
 

担
当
課
 

評
価
理
由
・
実
績
 

評
価
 

１ 子 ど も ・ 若 者 へ の 自 殺 対 策 の 強 化  

１
-
(
ア
)
い
じ
め
を
苦
に
し
た
子
ど
も
の
自
殺
の
予
防
 

「
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
」
及
び
「
岡
山
県
い
じ
め
問
題
対

策
基
本
方
針
」
に
基
づ
き
、
「
岡
山
県
い
じ
め
問
題
対
策
連
絡

協
議
会
」
等
を
設
置
し
、
い
じ
め
の
防
止
、
早
期
発
見
、
い
じ

め
へ
の
対
処
の
観
点
か
ら
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
い
じ
め
問
題

へ
の
対
策
を
推
進
し
ま
す
。
 

教
育
庁
 

人
権
教
育
・
生

徒
指
導
課
 

・
岡

山
県

い
じ

め
問

題
対

策
連

絡
協
議

会
で

関
係

機
関

と
連

携
し

、
専
門

家
の

意
見

を
基

に
施

策
の

効
果
を

検
証

し
、
今
後
の
方
針
を
検
討
。
（
年
１
回
）
 

・
岡
山
県
い
じ
め
問
題
対
策
専
門
委
員
会
で
、
い
じ
め
対
策
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
委
員
へ
情
報
提
供
。
 

 
（
年
１
回
）
 

〇
 

ア
プ
リ
を
利
用
し
た
匿
名
に
よ
る
い
じ
め
等
の
相
談
・
報
告
シ

ス
テ
ム
を
活
用
し
、
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
生
徒
だ
け
で
な
く
、

い
じ
め
等
を
見
か
け
た
生
徒
も
安
心
し
て
相
談
で
き
る
環
境
を

整
備
し
、
外
か
ら
見
え
に
く
い
い
じ
め
等
の
早
期
発
見
、
早
期

対
応
を
図
り
ま
す
。

 

教
育
庁
 

人
権
教
育
・
生

徒
指
導
課
 

・
令
和
元
年
度
か
ら
全
県
立
学
校
で
匿
名
相
談
を
実
施
し
、
専
門
相
談
員
と
連
携
し
て
学
校
と
情
報
共
有
す
る
こ

で
、
対
面
相
談
に
繋
が
り
解
決
し
た
事
案
も
多
い
。

 

〈
相
談
件
数
〉
R
3
年
度
：
8
66

件
（
2
8
件
）
、
R
4
年
度
：
1
,3
68

件
（
1
2
件
）
、
 

R
5
年
度
：
8
65

件
（
14

件
）
、
R
6
年
度
：
4
82

件
（
15

件
）
 

※
（
）
は
相
談
件
数
の
う
ち
い
じ
め
に
関
す
る
件
数
 

〇
 

 
 

評
価
・
・
・
〇
（
当
初
の
計
画
通
り
に
進
展
し
た
）、

△
（
お
お
む
ね
順
調
に
進
展
し
た
）、

×
（
進
展
は
不
十
分
だ
っ
た
）

 

評
価
・
・
・
〇
（
当
初
の
計
画
通
り
に
進
展
し
た
）、

△
（
お
お
む
ね
順
調
に
進
展
し
た
）、

×
（
進
展
は
不
十
分
だ
っ
た
）

 

に 関 す る 教 育 

Ｓ Ｏ Ｓ の 出 し 方  

５
 

４
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項
目
 

取
 
 
 
組
 

担
当
課
 

評
価
理
由
・
実
績
 

評
価
 

１ 子 ど も ・ 若 者 へ の 自 殺 対 策 の 強 化 

１
-
(
イ
)
子
ど
も
へ
の
支
援
の
充
実
 

児
童
思
春
期
精
神
医
療
の
充
実
に
よ
る
子
ど
も
の
心
の
問
題
の

解
決
を
支
援
し
ま
す
。

 
健
康
推
進
課
 

・
こ
ど
も
の
心
の
発
達
相
談
等
事
業
へ
の
専
門
職
の
派
遣

 

〈
派
遣
回
数
〉
R
3
年
度
：
医
師

23
回
・
公
認
心
理
士

10
回
、
R
4
年
度
：
医
師

2
4
回
・
公
認
心
理
士

17
回
、
 

R
5
年
度
：
医
師

18
回
・
公
認
心
理
士

1
7
回
、
R6

年
度
：
公
認
心
理
士

9
回
 

・
専
門
研
修
会
、
セ
ミ
ナ
ー
等
の
開
催

 

〈
開
催
数
〉
R
3
年
度
：
8
回
、
R4

年
度
：
6
回
、
R5

年
度
：
11

回
、
R
6
年
度
：
1
4
回
 

・
学
校
・
教
育
委
員
会
で
の
講
演

 

〈
開
催
数
〉
R
4
年
度
：
4
回
、
R5

年
度
：
3
回
、
R6

年
度
：
1
回
 

〇
 

社
会
的
養
護
を
受
け
て
い
る
子
ど
も
が
、
大
学
等
へ
の
進
学
や

社
会
に
出
て
か
ら
自
立
的
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

生
活
上
の
問
題
や
求
職
上
の
問
題
等
へ
の
相
談
支
援
を
行
い
ま

す
。

 

子
ど
も
家
庭
課
 

・
N
P
O
法
人
「
未
来
へ
」
に
委
託
し
、
児
童
養
護
施
設
退
所
予
定
の
子
ど
も
に
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
、
退
所
者
へ
の

生
活
相
談
な
ど
の
支
援
を
実
施
。
 

〈
延
相
談
件
数
〉
R
3
年
度
：
4
96

件
、
R
4
年
度
：
7
92

件
、
R5

年
度
：
4
66

件
、

R6
年
度
：
51
3
件
 

△
 

子
ど
も
虐
待
は
、
子
ど
も
の
心
身
の
発
達
と
人
格
に
重
大
な
影

響
を
与
え
る
こ
と
か
ら
、
虐
待
の
早
期
発
見
・
早
期
支
援
か
ら

虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
の
自
立
支
援
ま
で
、
一
連
の
支
援
を
行

い
ま
す
。

 

子
ど
も
家
庭
課
 

・
乳

児
家

庭
訪

問
事

業
の

支
援

や
保
健

と
福

祉
の

連
携

強
化

を
行

い
、
市

町
村

の
要

保
護

児
童

対
策

調
整
機

関
調

整
担
当
者
に
向
け
た
研
修
で
資
質
向
上
を
図
っ
た
。

 

〈
延
受
講
者
〉
R
3
年
度
：
3
48

人
、
R
4
年
度
：
3
94

人
、
R5

年
度
：
3
39

人
、
R6

年
度
：
41
7
人
 

△
 

警
察
本
部
 

人
身
安
全
対
策

課
 

・
児

童
虐

待
事

案
に

対
し

、
安

全
確
保

を
最

優
先

に
早

期
発

見
と

関
係
機

関
と

の
連

携
を

強
化

し
、

早
期
支

援
に

つ
な
げ
る
対
策
を
実
施
。
 

〇
 

子
ど
も
虐
待
の
早
期
発
見
・
早
期
支
援
の
た
め
、
関
係
機
関
と

連
携
し
、
課
題
の
解
決
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
の
シ
ョ

ー
ト
ス
テ
イ
・
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
な
ど
、
保
護
者
の
負
担

軽
減
を
図
る
支
援
の
実
施
を
通
じ
て
、
問
題
の
深
刻
化
を
未
然

に
防
ぎ
ま
す
。

 

子
ど
も
家
庭
課
 

・
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
を
支
援
し
、
地
域
の
相
談
機
能
を
強
化
。
 

〈
相
談
件
数
〉
R
3
年
度
：
1
,0
76

件
、
R
4
年
度
：
1
,2
49

件
、
R5

年
度
：
1
,
25
6
件
、
R6

年
度
：
1,
31
4
件
 

・
子
ど
も
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
・
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
の
実
績
が
あ
っ
た
市
町
に
対
し
交
付
金
を
交
付
。
 

・
子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
事
業
の
実
施
実
績
が
あ
っ
た
市
町
に
対
し
交
付
金
を
交
付
。

 

・
保
護
者
の
養
育
負
担
の
軽
減
を
図
る
支
援
の
実
施
を
通
じ
て
、
虐
待
の
未
然
防
止
に
努
め
た
。

 

〇
 

１
-
(
ウ
)
生
徒
・
学
生
へ
の
支
援
の
充
実

 

公
立
全
小
・
中
学
校
（
岡
山
市
立
を
除
く
）
と
全
県
立
高
等
学

校
に
対
し
て
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
の
臨
床
心
理
に
関

す
る
専
門
家
に
よ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
教
職
員
へ
の
助
言
・

研
修
等
を
実
施
し
、
学
校
に
お
け
る
教
育
相
談
の
体
制
整
備
及

び
教
育
相
談
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

 

教
育
庁
 

人
権
教
育
・
生

徒
指
導
課
 

・
小
・
中
学
校
教
員
対
象
の
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
配
置
事
業
連
絡
協
議
会
を
開
催
（
年
各

1
回
）
 

・
高
等
学
校
・
特
別
支
援
学
校
教
育
相
談
担
当
者
研
修
会
を
開
催
（
年

1
回
）
 

・
県
内
の
全
公
立
学
校
（
岡
山
市
立
を
除
く
）
と
全
県
立
高
校
に
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
を
配
置
。

 

〇
 

  
 

評
価
・
・
・
〇
（
当
初
の
計
画
通
り
に
進
展
し
た
）、

△
（
お
お
む
ね
順
調
に
進
展
し
た
）、

×
（
進
展
は
不
十
分
だ
っ
た
）
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項
目
 

取
 
 
 
組
 

担
当
課
 

評
価
理
由
・
実
績
 

評
価
 

１ 子 ど も ・ 若 者 へ の 自 殺 対 策 の 強 化 

県
青
少
年
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
に
相
談
窓
口
を
設
置
し
、
必
要

に
応
じ
て
臨
床
心
理
士
に
相
談
で
き
る
体
制
を
整
備
し
、
青
少

年
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談
の
対
応
を
推
進
し
ま
す
。

 

子
ど
も
家
庭
課
 

・
電
話
相
談
、
面
接
相
談
や

L
I
NE

ア
プ
リ
を
利
用
し
た

S
NS

相
談
事
業
を
実
施
し
、
青
少
年
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る

相
談
に
対
応
し
、
必
要
に
応
じ
て
関
係
機
関
を
紹
介
。
 

〇
 

「
２
４
時
間
子
供
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ダ
イ
ヤ
ル
」
設
置
に
よ
る
相
談
対
応

を
行
い
ま
す
。

 

教
育
庁
 

人
権
教
育
・
生

徒
指
導
課
 

・
い
じ
め
等
で
不
安
を
感
じ
る
児
童
生
徒
の
相
談
に

2
4
時
間
対
応
。
 

〈
相
談
件
数
〉
R
3
年
度
：
1
,0

16
件
、
R
4
年
度
：
8
46

件
、
R5

年
度
：
9
67

件
、

R6
年
度
：
1,
04
4
件
 

〇
 

犯
罪
被
害
、
い
じ
め
、
依
存
症
な
ど
、
青
少
年
を
取
り
巻
く
ス

マ
ホ
・
ネ
ッ
ト
問
題
の
解
決
に
向
け
、
関
係
機
関
が
連
携
し
、

青
少
年
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
適
切
な
利
用
の
促
進
を
図
り

ま
す
。

 

子
ど
も
家
庭
課
 

・
青

少
年

の
ス

マ
ホ

・
ネ

ッ
ト

ト
ラ

ブ
ル

防
止

の
た

め
、

L
IN
E
広

告
を

活
用

し
て

県
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
広

報

し
、
適
正
利
用
や
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
必
要
性
を
啓
発
。
 

〇
 

警
察
本
部
 

少
年
課
 

・
学

校
と

協
力

し
、

県
内

の
小

・
中
学

校
、

高
校

で
非

行
防

止
教

室
を
実

施
し

、
い

じ
め

防
止

や
ス

マ
ホ
適

切
利

用
を
通
じ
て
非
行
防
止
と
少
年
の
健
全
育
成
を
図
っ
た
。

 
△
 

青
少
年
や
保
護
者
に
対
し
て
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
正
し
い
使
い
方
等
を
伝
え
る
非
行

防
止
教
室
を
実
施
し
、
有
害
な
情
報
か
ら
青
少
年
を
守
る
た
め

の
取
組
を
推
進
し
ま
す
。

 

警
察
本
部
 

少
年
課
 

・
学

校
と

協
働

し
て

、
県

内
の

小
・
中

学
校

、
高

等
学

校
で

の
授

業
や
保

護
者

会
等

に
お

い
て

、
イ

ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
モ
ラ
ル
向
上
等
を
題
材
と
す
る
非
行
防
止
教
室
等
を
実
施
。
 

△
 

学
校
に
お
い
て
、
警
察
と
協
働
で
児
童
生
徒
の
非
行
防
止
や
健

全
育
成
を
目
的
と
し
て
、
心

(
社
会
道
徳
や
規
範
)
や
命
(
生
命

の
大
切
さ

)
の
講
話
を
交
え
た
教
育
活
動
を
行
い
ま
す
。
 

教
育
庁
 

人
権
教
育
・
生

徒
指
導
課
 

・
各

学
校

に
お

い
て

、
警

察
と

協
働
し

て
児

童
生

徒
の

非
行

防
止

や
健
全

育
成

を
目

的
と

し
た

講
話

を
交
え

た
教

育
活
動
を
実
施
。
 

〇
 

警
察
本
部
 

県
民
広
報
課
 

・
命

の
大

切
さ

へ
の

理
解

増
進

、
規

範
意

識
の

向
上

、
犯

罪
被

害
者

へ
の

配
慮

等
を

図
る

た
め

、
学

校
に

お
い

て
、
協
働
事
業
「
心
と
命
の
教
育
活
動
」
（
犯
罪
被
害
者
遺
族
に
よ
る
講
演
会
）
を
開
催
。

 
△
 

警
察
本
部
 

少
年
課
 

・
H
2
7
年
以
降
、
毎
年
県
下
の
す
べ
て
の
小
・
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
い
て
、
非
行
防
止
教
室
を
実
施
し
、
児

童
生
徒
の
健
全
育
成
に
努
め
た
。

 
△
 

  
 

注
）
「
再
掲
」
の
施
策
は
記
載
を
省
略
。

 

評
価
・
・
・
〇
（
当
初
の
計
画
通
り
に
進
展
し
た
）、

△
（
お
お
む
ね
順
調
に
進
展
し
た
）、

×
（
進
展
は
不
十
分
だ
っ
た
）
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項
目
 

取
 
 
 
組
 

担
当
課
 

評
価
理
由
・
実
績
 

評
価
 

１ 子 ど も ・ 若 者 へ の 自 殺 対 策 の 強 化 

１
-
(
エ
)
若
者
へ
の
支
援
の
充
実

 

ひ
き
こ
も
り
相
談
窓
口
、
青
少
年
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
の
設
置

等
に
よ
る
思
春
期
、
青
年
期
等
の
ひ
き
こ
も
り
防
止
及
び
早
期

発
見
・
早
期
支
援
に
努
め
ま
す
。

 

健
康
推
進
課
 

・
ひ

き
こ

も
り

支
援

と
し

て
、

ひ
き
こ

も
り

地
域

支
援

セ
ン

タ
ー

（
精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

）
及

び
ひ
き

こ
も

り
相

談
窓

口
（

保
健

所
・

支
所

）
を

設
置
し

、
電

話
や

来
所

相
談

を
受

け
付
け

る
体

制
を

整
え

、
早

期
支

援
に

取
り
組
ん
だ
。
 

〈
延
相
談
件
数
〉
R
3
年
度
：
1
,6
45

件
、
R4

年
度
：
1,
43
2
件
、
R5

年
度
：

2
,
39
9
件
、
R6

年
度
：
2,
22
9
件
 

〇
 

子
ど
も
家
庭
課
 

・
県

青
少

年
総

合
相

談
セ

ン
タ

ー
に
相

談
窓

口
を

設
置

し
、

専
任

の
ケ
ア

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

や
心

理
専
門

職
が

青
少

年
の

悩
み

相
談

に
対

応
す

る
と

と
も
に

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

広
告

で
認
知

度
を

向
上

さ
せ

、
ニ

ー
ト

・
ひ

き
こ
も
り
の
未
然
防
止
・
早
期
支
援
に
取
り
組
ん
だ
。

 

〇
 

ひ
き
こ
も
り
サ
ポ
ー
タ
ー
の
協
力
を
得
て
、
本
人
や
家
族
の
相

談
に
応
じ
た
り
、
精
神
科
医
や
臨
床
心
理
士
等
が
地
域
に
出
向

い
て
、
本
人
や
家
族
と
の
座
談
会
を
開
催
し
た
り
す
る
な
ど
、

社
会
復
帰
へ
の
足
が
か
り
と
す
る
た
め
の
居
場
所
づ
く
り
を
推

進
し
ま
す
。

 

健
康
推
進
課
 

・
保

健
所

・
支

所
に

登
録

の
あ

る
ひ
き

こ
も

り
サ

ポ
ー

タ
ー

が
、

保
健
師

等
の

助
言

を
受

け
な

が
ら

相
談
や

訪
問

等
に
応
じ
た
。
 

〈
派
遣
回
数
〉
R
3
年
度
：
2
9
回
、
R
4
年
度
：
1
23

回
、
R5

年
度
：
6
9
回
、

R
6
年
度
：
3
1
回
 

・
ひ
き
こ
も
り
の
本
人
や
家
族
が
安
心
し
て
相
談
や
交
流
が
で
き
る
居
場
所
づ
く
り
を
委
託
に
よ
り
実
施
。

 

〈
延
参
加
者
〉
R
4
年
度
：
8
2
人
、
R
5
年
度
：
7
13

人
、
R6

年
度
：
7
46

人
 

〇
 

若
者
の
正
規
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
、
関
係
機
関
と
の
緊
密
な

連
携
の
下
、
企
業
に
対
す
る
積
極
的
な
正
社
員
採
用
等
の
働
き

か
け
や
、
求
人
情
報
の
提
供
等
の
ほ
か
、
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
お
か

や
ま
（
お
か
や
ま
若
者
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
）
に
お
け
る
マ
ン

ツ
ー
マ
ン
で
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等
に
よ
る
若
年
失
業
者
等
へ

の
就
職
支
援
を
行
い
ま
す
。

 

労
働
雇
用
政
策
課
 

・
来
所
者
に
対
す
る
き
め
細
か
な
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
若
年
者
を
中
心
と
し
て
就
職
を
支
援
。

 

〈
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
件
数
〉

R
3
年
度
：
4
,
20
2
件
、
R4

年
度
：
3,
90
9
件
、
 

R
5
年
度
：
3
,6
46

件
、
R6

年
度
：
3
,
41
2
件
 

〇
 

ニ
ー
ト
の
状
況
に
あ
る
若
年
無
業
者
に
つ
い
て
、
臨
床
心
理
士

な
ど
に
よ
る
専
門
的
な
相
談
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
訓
練
な

ど
の
ほ
か
、
協
力
企
業
へ
の
就
労
体
験
が
で
き
る
地
域
若
者
サ

ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
携
に
よ
る
若
者
の
職
業
的
自
立

の
支
援
を
行
い
ま
す
。

 

労
働
雇
用
政
策
課
 

・
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
連
携
し
、
企
業
で
の
就
業
体
験
や
就
労
セ
ミ
ナ
ー
等
の
支
援
を
実
施
。
 

〈
セ
ミ
ナ
ー
延
参
加
者
〉

R
3
年
度
：
 
 
96
6
人
、
R4

年
度
：
1,
54
5
人
、
 

R
5
年
度
：
1
,1
94

人
、
R6

年
度
：
1
,
30
2
人
 

〇
 

県
内
の
教
育
、
福
祉
、
保
健
、
医
療
、
矯
正
、
更
生
保
護
、
雇

用
等
の
関
係
機
関
が
密
接
に
連
携
し
、
総
合
的
・
継
続
的
な
支

援
を
行
う
「
お
か
や
ま
子
ど
も
・
若
者
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
」
の

運
営
に
よ
る
社
会
生
活
で
困
難
を
有
す
る
子
ど
も
や
若
者
の
支

援
を
推
進
し
ま
す
。

 

子
ど
も
家
庭
課
 

・
お

か
や

ま
子

ど
も

・
若

者
サ

ポ
ー
ト

ネ
ッ

ト
の

会
議

と
研

修
会

を
開
催

し
、

関
係

機
関

と
情

報
交

換
を
行

い
、

支
援
体
制
の
強
化
を
図
っ
た
。
（
年
１
回
）
 

〇
 

 
 

評
価
・
・
・
〇
（
当
初
の
計
画
通
り
に
進
展
し
た
）、

△
（
お
お
む
ね
順
調
に
進
展
し
た
）、

×
（
進
展
は
不
十
分
だ
っ
た
）

 

注
）
「
再
掲
」
の
施
策
は
記
載
を
省
略
。
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項
目
 

取
 
 
 
組
 

担
当
課
 

評
価
理
由
・
実
績
 

評
価
 

２ 勤 務 問 題 に 対 す る 自 殺 対 策 の 推 進 

２
-
(
ア
)
長
時
間
労
働
の
是
正

 

過
労
死
等
防
止
の
た
め
、
国
の
関
係
機
関
等
と
連
携
し
て
、
年

次
有
給
休
暇
の
取
得
率
の
向
上
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
促

進
、
職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
問
題
の
予
防
・
解
決
に
向
け
た
企

業
へ
の
取
組
を
促
進
し
ま
す
。

 

労
働
雇
用
政
策
課
 

・
岡

山
労

働
局

や
県

労
働

協
会

と
連
携

し
、

有
給

休
暇

促
進

の
広

報
、
職

場
問

題
セ

ミ
ナ

ー
を

開
催

し
、
ガ

イ
ド

ブ
ッ
ク
を
通
じ
て
制
度
や
相
談
窓
口
を
周
知
し
た
。

 

〈
セ
ミ
ナ
ー
参
加
者
〉

R
3
年
度
：
4
3
人
、
R
4
年
度
：
40

人
、
R5

年
度
：
5
5
人
、
R
6
年
度
：
56

人
 

〇
 

２
-
(
イ
)
職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
推
進

 

職
域
な
ど
働
き
盛
り
世
代
の
心
の
健
康
の
保
持
・
増
進
の
た
め

の
普
及
啓
発
を
行
い
ま
す
。

 
健
康
推
進
課
 

・
県
内
４
商
工
会
議
所
へ
委
託
し
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
研
修
会
、
従
業
員
に
対
す
る
相
談
会
等
を
実
施
。
 

〈
セ
ミ
ナ
ー
及
び
相
談
会
の
開
催
〉

R
3
年
度
：
2
1
回
、
R4

年
度
：
18

回
、
R5

年
度
：
21

回
、
R
6
年
度
：
1
5
回
 

〇
 

保
健
所
を
中
心
に
産
業
保
健
と
地
域
保
健
と
の
連
携
に
よ
り
職

場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、

岡
山
産
業
保
健
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
等
と
連
携
し
、
同
セ
ン
タ

ー
が
実
施
す
る
事
業
場
へ
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
支
援
や

研
修
会
等
の
周
知
、
ま
た
、
県
自
殺
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー
や
保

健
所
が
実
施
す
る
相
談
窓
口
の
周
知
を
相
互
に
行
い
ま
す
。

 

健
康
推
進
課
 

・
事

業
所

や
企

業
等

に
出

向
い

て
健
康

教
育

を
行

う
健

康
出

前
講

座
等
に

お
い

て
、

職
場

に
お

け
る

メ
ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

を
推

進
す

る
と

と
も

に
、

県
自
殺

対
策

推
進

セ
ン

タ
ー

や
保

健
所
が

実
施

す
る

相
談

窓
口

の
周

知
を

行
っ
た
。
 

△
 

  項
目
 

取
 
 
 
組
 

担
当
課
 

評
価
理
由
・
実
績
 

評
価
 

３ 経 済 問 題 に 対 す る 自 殺 対 策 の 推 進  

３
-
(
ア
)
経
済
問
題
に
対
す
る
相
談
窓
口
の
整
備

 

経
済
的
に
困
窮
し
、
最
低
限
度
の
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
生
活
困
窮
者
が
自
立
で
き
る
よ

う
、
県
、
市
町
村
、
社
会
福
祉
協
議
会
等
関
係
団
体
が
連
携
し

て
、
本
人
の
状
況
に
応
じ
た
相
談
支
援
や
就
労
支
援
に
取
り
組

み
ま
す
。

 

地
域
福
祉
課
 

・
県

内
の

生
活

困
窮

者
自

立
相

談
支
援

機
関

に
お

い
て

、
相

談
・

就
労
支

援
や

住
ま

い
の

相
談

支
援

を
他
機

関
と

連
携
し
な
が
ら
実
施
。

 
△
 

多
重
債
務
問
題
解
決
の
た
め
、
関
係
機
関
が
集
ま
り
、
円
滑
か

つ
効
果
的
な
取
組
を
行
う
た
め
の
情
報
交
換
や
意
見
交
換
を
行

う
会
議
の
開
催
及
び
岡
山
弁
護
士
会
、
岡
山
県
司
法
書
士
会
と

協
力
し
多
重
債
務
者
に
対
す
る
法
律
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

 

く
ら
し
安
全
安

心
課
 

・
担

当
者

会
議

の
書

面
開

催
に

よ
り
情

報
共

有
を

行
う

ほ
か

、
専

門
家
に

よ
る

相
談

窓
口

等
を

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
で

周
知
し
、
多
重
債
務
者
対
策
を
進
め
た
。

 
〇
 

 
 

評
価
・
・
・
〇
（
当
初
の
計
画
通
り
に
進
展
し
た
）、

△
（
お
お
む
ね
順
調
に
進
展
し
た
）、

×
（
進
展
は
不
十
分
だ
っ
た
）
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項
目
 

取
 
 
 
組
 

担
当
課
 

評
価
理
由
・
実
績
 

評
価
 

３ 経 済 問 題 に 対 す る 自 殺 対 策 の 推 進 

３
-
(
イ
)
経
営
者
等
に
対
す
る
相
談
事
業
の
実
施

 

経
営
課
題
を
抱
え
て
い
る
中
小
企
業
に
対
し
、
岡
山
県
中
小
企

業
支
援
セ
ン
タ
ー
で
経
営
や
資
金
繰
り
等
の
相
談
支
援
を
行
い

ま
す
。

 

経
営
支
援
課
 

・
岡

山
県

中
小

企
業

支
援

セ
ン

タ
ー
で

経
営

や
資

金
繰

り
の

相
談

支
援
を

行
い

、
支

援
機

関
と

連
携

し
て
中

小
企

業
の
課
題
解
決
や
事
業
継
続
を
支
援
。
 

〇
 

岡
山
県
商
工
会
連
合
会
と
商
工
会
議
所
が
行
う
倒
産
の
お
そ
れ

が
あ
る
中
小
企
業
を
対
象
と
す
る
相
談
事
業
を
支
援
し
ま
す
。

 
経
営
支
援
課
 

・
経
営
危
機
に
あ
る
県
内
中
小
企
業
の
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
事
業
の
継
続
と
発
展
に
貢
献
。
 

〇
 

３
-
(
ウ
)
 
就
職
相
談
事
業
の
実
施

 

人
材
の
確
保
を
希
望
す
る
県
内
企
業
と
、
県
内
へ
の
就
職
を
希

望
す
る
方
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
（
職
業
紹
介
）
に
よ
る
就
職
支
援

を
行
い
ま
す
。

 

労
働
雇
用
政
策
課
 

・
県

設
置

の
無

料
職

業
紹

介
所

（
お
か

や
ま

就
職

応
援

セ
ン

タ
ー

）
に
お

い
て

求
人

情
報

を
提

供
し

、
利
用

者
の

ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
面
談
を
実
施
。
 

 
〈
求
人
総
数
〉
R
3
年
度
：
2
,8
54

人
、
R4

年
度
：
2,
92
9
人
、
R5

年
度
：
3
,
29
0
人
、
R6

年
度
：
3,
38
7
人
 

〇
 

  項
目
 

取
 
 
 
組
 

担
当
課
 

評
価
理
由
・
実
績
 

評
価
 

４ 高 齢 者 に 対 す る 自 殺 対 策 の 強 化 

高
齢
者
が
健
康
で
意
欲
と
能
力
が
あ
る
限
り
、
年
齢
に
か
か
わ

り
な
く
働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や

市
町
村
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
と
緊
密
に
連
携
し
な
が

ら
、
再
就
職
支
援
、
職
業
訓
練
に
よ
る
職
業
能
力
の
開
発
等
を

支
援
し
ま
す
。

 

労
働
雇
用
政
策
課
 

・
県
立
高
等
技
術
専
門
校
に
お
い
て
、
新
規
学
卒
者
・
離
職
者
を
対
象
に
職
業
訓
練
を
実
施
。
（
再
掲
）
 

・
民
間
教
育
訓
練
機
関
へ
委
託
に
よ
り
、
離
職
者
等
に
対
す
る
職
業
訓
練
を
実
施
。
（
再
掲
）
 

・
高
年
齢
者
雇
用
推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
会
場
及
び
オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信
に
て
実
施
。

 

 
〈
参
加
者
〉
R
4
年
度
：
会
場

48
人
、
配
信

10
6
回
再
生
、
R5

年
度
：
会
場

4
0
人
、
配
信

87
回
再
生
、
 

R
6
年
度
：
会
場

40
人
、
配
信

13
2
回
再
生
 

・
7
0
歳
ま
で
の
就
業
機
会
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
、
説
明
会
及
び
専
門
家
に
よ
る
個
別
相
談
を
実
施
。

 

△
 

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
ま
ち
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
よ

う
に
、
介
護
･
福
祉
･
健
康
医
療
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
高

齢
者
や
そ
の
家
族
を
支
え
る
相
談
や
支
援
を
行
い
ま
す
。

 

長
寿
社
会
課
 

・
県
内
全
市
町
村
に
設
置
し
て
い
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
高
齢
者
や
そ
の
家
族
を
様
々
な
面
で
支
援
。
 

・
県
主
催
で
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
向
け
研
修
会
を
開
催
し
、
職
員
の
資
質
向
上
を
図
っ
た
。

 

 
〈
研
修
回
数
〉
R
3
年
度
：
2
回
（
参
加
者
延

1
80

人
）
、
R4

年
度
：
2
回
（
参
加
者
延

21
7
人
）
、
 

R
5
年
度
：
1
回
（
参
加
者

6
7
人
）
、
R
6
年
度
：
1
回
（
参
加
者

6
0
人
）
 

〇
 

 
 

評
価
・
・
・
〇
（
当
初
の
計
画
通
り
に
進
展
し
た
）、

△
（
お
お
む
ね
順
調
に
進
展
し
た
）、

×
（
進
展
は
不
十
分
だ
っ
た
）

 



 

  

- 77 - 

項
目
 

取
 
 
 
組
 

担
当
課
 

評
価
理
由
・
実
績
 

評
価
 

４ 高 齢 者 に 対 す る 自 殺 対 策 の 強 化 

愛
育
委
員
、
栄
養
委
員
、
民
生
委
員
等
と
の
連
携
に
よ
る
地
域

に
お
け
る
声
か
け
活
動
な
ど
、
自
殺
の
予
防
と
な
る
孤
独
感
・

疎
外
感
の
防
止
に
取
り
組
み
ま
す
。

 

健
康
推
進
課
 

・
愛
育
委
員
に
よ
る
高
齢
者
へ
の
声
か
け
活
動
や
独
居
高
齢
者
へ
の
家
庭
訪
問
を
実
施
。

 

〈
実
績
〉
R
3
年
度
：
42
8,
32
4
人
、
R
4
年
度
：
53
1,
05
9
人
、
R5

年
度
：
5
1
6,
63
1
人
、
R
6
年
度
：
65
5,
7
83

人
 

・
栄

養
委

員
に

よ
る

地
域

住
民

に
対
す

る
声

か
け

や
独

居
高

齢
者

へ
の
家

庭
訪

問
を

一
口

運
動

（
伝

達
講
習

）
と

し
て
実
施
。
望
ま
し
い
食
生
活
に
つ
い
て
の
普
及
啓
発
を
行
っ
た
。

 

 
〈
実
績
〉
R
3
年
度
：
4
4,
85
7
人
、
R
4
年
度
：
5
2,
18
0
人
、
R5

年
度
：
5
2
,4
87

人
、
R
6
年
度
：
5
2,
94
4
人
 

△
 

地
域
福
祉
課
 

・
民
生
委
員
活
動
費
補
助
金
の
交
付
、
研
修
会
の
開
催
等
を
行
い
、
民
生
委
員
の
活
動
を
推
進
。

 
〇
 

精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
 

・
市
町
村
主
催
の
愛
育
委
員
、
児
童
・
民
生
委
員
、
栄
養
委
員
、
向
け
の
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
会
に
精
神
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
職
員
が
講
師
と
し
て
出
席
し
、
自
殺
予
防
に
関
す
る
知
識
、
声
か
け
の
効
果
、
方
法
に
つ
い
て

具
体
的
に
伝
え
、
地
域
の
声
か
け
活
動
を
推
進
。

 

〇
 

保
健
所
・
支
所
 

・
市
町
村
が
実
施
す
る
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
講
座
の
企
画
・
運
営
に
参
画
。
 

・
市
町
村
が
主
催
す
る
心
の
健
康
出
前
講
座
で
、
管
内
の
現
状
に
つ
い
て
保
健
所
か
ら
情
報
提
供
。
 

〇
 

特
殊
詐
欺
や
悪
質
商
法
の
被
害
防
止
に
向
け
て
、
相
談
等
に
的

確
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
悪
質
事
業
者
の
徹
底
検
挙
や
啓
発

活
動
を
推
進
し
ま
す
。

 

く
ら
し
安
全
安

心
課
 

・
消

費
生

活
相

談
等

に
対

し
、

助
言
・

情
報

提
供

や
解

決
に

向
け

た
あ
っ

せ
ん

等
を

行
う

と
と

も
に

、
特
殊

詐
欺

被
害

防
止

カ
レ

ン
ダ

ー
や

「
特

殊
詐

欺
被
害

防
止

見
守

り
ハ

ン
ド

ブ
ッ

ク
」
の

作
成

・
配

布
等

に
よ

る
広

報
啓

発
を
実
施
。
 

〇
 

警
察
本
部
 

生
活
安
全
企
画

課
 

・
特

殊
詐

欺
の

被
害

防
止

に
向

け
て
、

相
談

等
に

的
確

に
対

応
す

る
と
と

も
に

、
被

害
防

止
に

向
け

た
啓
発

活
動

を
推
進
。
 

×
 

警
察
本
部
 

生
活
安
全
捜
査

課
 

・
悪
質
事
業
者
に
よ
る
生
活
経
済
事
犯
等
の
検
挙
に
よ
り
、
悪
質
商
法
等
の
被
害
防
止
を
図
っ
た
。

 
〇
 

  
 

評
価
・
・
・
〇
（
当
初
の
計
画
通
り
に
進
展
し
た
）、

△
（
お
お
む
ね
順
調
に
進
展
し
た
）、

×
（
進
展
は
不
十
分
だ
っ
た
）
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自
殺
対
策
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
概
要

〇
自
殺
対
策
基
本
法
が
平
成

1
8
年
に
施
行
さ
れ
て
以
降
、
我
が
国
の
自
殺
者
の
総
数
は
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
近
年
、
こ
ど
も
の
自
殺
者
数
は
増
加
傾
向
が
続
い
て
い
る
。

令
和
６
年
の
児
童
生
徒
の
自
殺
者
数
は
、
5
2
９
人
で
過
去
最
多
と
な
っ
た
（平
成

3
0
年
以
降
、
約
4
3
％
増
・最
も
数
が
少
な
か
っ
た
平
成
５
年
と
比
べ
約
２
．
７
倍
）
。

1
0
代
に
お
け
る
死
亡
原
因
の
第
１
位
が
「自
殺
」で
あ
る
の
は
、
G
７
で
我
が
国
だ
け
で
あ
る
。

〇
こ
う
し
た
極
め
て
深
刻
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
、
こ
ど
も
に
係
る
自
殺
対
策
を
推
進
す
る
た
め
の
体
制
整
備
・措
置
に
つ
い
て
定
め
る
ほ
か
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
施
策
の

展
開
、
自
殺
リ
ス
ク
情
報
の
迅
速
な
把
握
、
自
殺
を
助
長
す
る
情
報
・設
備
等
対
策
、
自
殺
未
遂
者
等
・自
殺
者
の
親
族
等
へ
の
支
援
の
強
化
に
つ
い
て
定
め
る
。

施
行
日
：
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
（た
だ
し
、
３
（第
1
7
条
第
３
項
部
分
）
、
４
、
６
は
、
令
和

8
年

4
月

1
日
）

改
正
の
趣
旨

１
．
基
本
理
念
の
追
加
（第
２
条
第
６
項
・第
７
項
）

〇
自
殺
対
策
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
進
展
を
踏
ま
え
、
情
報
通
信
技
術
、
人
工
知
能
関
連
技
術
等
の
適
切
な
活
用
を
図
り
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
自
殺
の
防
止

に
お
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
通
じ
て
流
通
す
る
自
殺
に
関
連
す
る
情
報
が
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
適
切
な
配
慮
の
た
め
の
取
組
の
促
進
に
特
に
留
意
す
る
旨
を
明
記

〇
こ
ど
も
が
自
立
し
た
個
人
と
し
て
ひ
と
し
く
健
や
か
に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
、
心
身
の
状
況
、
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
権
利
利
益
の
擁
護
が
図
ら
れ
、
将
来

に
わ
た
っ
て
健
康
で
心
豊
か
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
こ
ど
も
に
係
る
自
殺
対
策
を
社
会
全
体
で
取
り
組
む
こ
と
を
明
記

２
．
こ
ど
も
の
自
殺
の
防
止
等
に
係
る
国
の
責
務
の
改
正
及
び
学
校
の
責
務
の
追
加

〇
こ
ど
も
に
係
る
自
殺
対
策
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
は
、
そ
の
自
殺
の
実
態
等
を
踏
ま
え
て
適
切
か
つ
効
果
的
に
策
定
さ
れ
、
及
び
実
施

さ
れ
る
よ
う
、
相
互
に
又
は
関
係
行
政
機
関
の
長
と
の
間
に
お
い
て
緊
密
な
連
携
協
力
を
図
り
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
掌
に
係
る
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
を
明
記
（第
３
条
第
２
項
）

〇
学
校
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
関
係
者
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
こ
ど
も
の
自
殺
の
防
止
等
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
こ
と
を
明
記
（
第
５
条
）

３
．
基
本
的
施
策
の
拡
充

〇
自
殺
防
止
等
の
観
点
か
ら
、
学
校
に
お
け
る
心
の
健
康
の
保
持
の
た
め
の
健
康
診
断
等
の
措
置
や
、
精
神
保
健
に
関
す
る
知
識
の
向
上
に
つ
い
て
規
定
（
第
1
7
条
第
3
項
）

〇
精
神
科
医
等
の
医
療
従
事
者
に
対
す
る
自
殺
の
防
止
等
に
関
す
る
研
修
の
機
会
の
確
保
に
つ
い
て
規
定
（第
1
8
条
）

〇
自
殺
発
生
回
避
の
た
め
の
適
切
な
対
処
に
必
要
な
情
報
が
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
に
迅
速
か
つ
適
切
に
提
供
さ
れ
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
規
定
（
第
１
９
条
第
２
項
）

〇
自
殺
の
助
長
に
つ
な
が
る
よ
う
な
情
報
、
物
品
、
設
備
等
に
つ
い
て
適
切
な
管
理
、
配
慮
等
に
関
し
て
注
意
を
促
す
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
規
定
（
第
１
９
条
第
３
項
）

〇
自
殺
未
遂
者
等
へ
の
継
続
的
な
支
援
を
明
記
（第
2
0
条
）、
自
殺
者
の
親
族
等
の
支
援
に
つ
い
て
、
そ
の
生
活
上
の
不
安
の
緩
和
と
と
も
に
、
総
合
的
な
支
援
を
規
定
（
第
2
1
条
）

４
．
協
議
会
（第
4
章
）

〇
地
方
公
共
団
体
は
、
第

1
9
条
（自
殺
発
生
回
避
の
た
め
の
体
制
の
整
備
等
）及
び
第

2
0
条
（自
殺
未
遂
者
等
の
支
援
）
の
施
策
で
こ
ど
も
に
係
る
も
の
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

学
校
、
教
育
委
員
会
、
児
童
相
談
所
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
医
療
機
関
、
警
察
署
等
の
関
係
機
関
、
自
殺
対
策
に
係
る
活
動
を
行
う
民
間
団
体
等
を
も
っ
て
構
成
す
る
協
議

会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
協
議
会
は
こ
ど
も
の
自
殺
の
防
止
等
に
つ
い
て
情
報
交
換
及
び
必
要
な
対
処
等
の
措
置
の
協
議
を
行
う
こ
と
と
す
る
旨
を
規
定

５
．
状
況
の
変
化
等
を
踏
ま
え
た
検
討
（附
則
第
２
条
）

〇
自
殺
に
関
す
る
状
況
の
変
化
、
自
殺
対
策
に
係
る
諸
施
策
の
実
施
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
必
要
な
見
直
し
等
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
旨
を
規
定

６
．
こ
ど
も
家
庭
庁
の
所
掌
事
務
の
追
加
（改
正
法
附
則
第
３
項
）

〇
こ
ど
も
家
庭
庁
の
所
掌
事
務
と
し
て
、
こ
ど
も
に
係
る
自
殺
対
策
を
規
定

改
正
の
概
要
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改正自殺対策基本法条文 

 

   自殺対策基本法 

目次 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条） 

第四章 協議会（第二十三条―第二十五条） 

第五章 自殺総合対策会議等（第二十六条―第二十八条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している状況に

あり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重

要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等

の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を

総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国

民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として尊

重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、そ

の妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実

が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければならない。 

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な

社会的な要因があることを踏まえ、関係機関、関係団体その他の関係者の連携と協働により、社

会的な取組として推進されなければならない。 

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精

神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。 

４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂

に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。 

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総

合的に実施されなければならない。 

６ 自殺対策は、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術、人工知能関連技術等の適切な活用

を図りながら展開されるようにするとともに、自殺の防止においては、インターネット等を通じ

て流通する自殺に関連する情報が及ぼす影響に関し適切な配慮がなされるようにするための取組

の促進について特に留意されなければならない。 

７ こどもに係る自殺対策は、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することがで

き、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利利益の擁護が図られ、将来にわた

って健康で心豊かな生活を送ることができる社会の実現を目指し、社会全体で取り組むことを基

本として、行われなければならない。 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次条第一項及び第五条において「基本理念」という。）にのっと

り、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
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２ こどもに係る自殺対策について、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、その自殺

の実態等を踏まえて適切かつ効果的に策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関

の長との間において緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る施策を推進しなければな

らない。 

（地方公共団体の責務） 

第三条の二 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地

域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その他の援助を

行うものとする。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労

働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（学校の責務） 

第五条 学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等に取り

組むよう努めるものとする。 

（国民の理解） 

第六条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深め

るよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深め

るよう必要な措置を講ずるものとする。 

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合

的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。 

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。 

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、それに

ふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するものと

し、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふさわしい事

業を実施するよう努めるものとする。 

（関係者の連携協力） 

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その

他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するも

のとする。 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及

び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければな

らない。 

（法制上の措置等） 

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を

講じなければならない。 

（年次報告） 

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する報告書

を提出しなければならない。 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等 
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（自殺総合対策大綱） 

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱

（次条及び第二十六条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。）を定めなければな

らない。 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域内にお

ける自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」という。）を定

めるものとする。 

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該市

町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自殺対策計画」とい

う。）を定めるものとする。 

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じ

た自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県又は市町村

に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策の内容その他の事項

を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することがで

きる。 

第三章 基本的施策 

（調査研究等の推進及び体制の整備） 

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺の実

態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺

対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並びにその成果の活用

を推進するとともに、自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理

及び提供を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備を行う

ものとする。 

（人材の確保等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、自殺

対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る教育

及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国民の心の健康の保持

に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに当たって

は、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。 

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図り

つつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人として共に尊重し合

いながら生きていくことについての意識の涵養等に資する教育又は啓発、及び困難な事態、強い

心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発を行うとと

もに、自殺の防止等の観点から、心の健康の保持のための健康診断、保健指導等の措置のほか、

精神保健に関する知識の向上その他の当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る

教育又は啓発を行うよう努めるものとする。 

（医療提供体制の整備） 

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれが
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ある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関

して学識経験を有する医師（以下この条において「精神科医」という。）の診療を受けやすい環

境の整備、精神科医その他の医療従事者に対する自殺の防止等に関する研修の機会の確保、良質

かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階

における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医

との適切な連携の確保、精神科医とその地域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、

保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要な施策を講ずる

ものとする。 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺

の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとす

る。 

２ 前項の規定により整備する体制においては、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、自殺

の発生を回避するための適切な対処を行う上で必要な情報が、当該対処を行う関係機関及び関係

団体に対し迅速かつ適切に提供されるようにするものとし、そのために必要な措置が講じられな

ければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、自殺の防止の観点から、自殺の助長につながるような情報、物品、設

備等についてその適切な管理、配慮等に関して注意を促すために必要な措置を講ずるものとす

る。 

（自殺未遂者等の支援） 

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者等へ

の適切かつ継続的な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 

（自殺者の親族等の支援） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす

深刻な心理的影響、その生活上の不安等が緩和されるよう、当該親族等への総合的な支援を行う

ために必要な施策を講ずるものとする。 

（民間団体の活動の支援） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関

する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。 

第四章 協議会 

（協議会の設置等） 

第二十三条 地方公共団体は、第十九条及び第二十条の施策でこどもに係るものを実施するに当た

っては、単独で又は共同して、学校、教育委員会、児童相談所、精神保健福祉センター（精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第六条第一項に規定する

精神保健福祉センターをいう。）、医療機関、当該地域を管轄する警察署等の関係機関、自殺対策

に係る活動を行う民間の団体その他の関係者をもって構成する協議会（次項及び次条において

「協議会」という。）を置くことができる。 

２ 前項の規定により協議会を設置する地方公共団体は、協議会において次条第一項の規定により

こどもの自殺の防止のための対処、支援等の措置に関し協議を行うときは、あらかじめ、協議会

を構成する者に、当該協議を行う事項を通知するものとする。 

３ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協

議に応じなければならない。 

（協議会の事務等） 

第二十四条 協議会は、前条第一項に規定する施策を適切かつ効果的に実施するため、こどもの自
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殺の防止等について必要な情報の交換を行うとともに、必要な対処、支援等の措置に関する協議

を行うものとする。 

２ 協議会は、前項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係行政

機関その他の関係者に対して、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求め

ることができる。 

３ 内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣その他の国の関係行政機関の長及び都道府県は、

こどもの自殺の防止等に関し、協議会を構成する者の求めに応じて、必要な助言、資料の提供そ

の他の協力を行うことができる。 

４ 次の各号に掲げる協議会を構成する者の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がな

く、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であった者 

二 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者 

三 前二号に掲げる者以外の者 協議会を構成する者又は当該者であった者 

５ 前条及び前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定

める。 

（罰則） 

第二十五条 前条第四項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処す

る。 

第五章 自殺総合対策会議等 

（設置及び所掌事務） 

第二十六条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議」という。）を置

く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実

施を推進すること。 

（会議の組織等） 

第二十七条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣

が指定する者をもって充てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

（必要な組織の整備） 

第二十八条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整備

を図るものとする。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。 

（検討） 
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第二条 自殺対策については、自殺に関する状況の変化、自殺対策に係る諸施策の実施の状況、自

殺対策等に関する最新の知見その他社会経済情勢の変化を踏まえ、適宜、その在り方に関して検

討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるものとする。 

-  85 -



- 86 - 

 

 

 



- 87 - 

 

岡山県自殺対策連絡協議会規約 

 

（名称） 

第１条 この会は、岡山県自殺対策連絡協議会（以下「協議会」）という。 

（目的） 

第２条 協議会は、公的機関と民間団体とが協働して、県内の自殺の発生状況やその

背景を調査・分析し、その特性に応じた具体的な取組みの方向性の協議等を行う場

として設置する。 

（事業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。 

 （１）自殺の発生状況等に関する情報交換 

 （２）自殺の背景等に関する調査・分析 

 （３）自殺の特性に応じた具体的な取組みの方向性の協議 

 （４）その他、前条の目的を達成するために必要な事業 

（構成機関・団体） 

第４条 協議会の構成機関・団体（以下「構成団体」という。）は、別紙のとおりと

する。 

（委員等） 

第５条 協議会に、構成団体から選出された委員を置く。 

２ 協議会に、委員長を置く。 

３ 委員長は、岡山県精神保健福祉センター所長をもって充てる。 

（事務局） 

第６条 協議会の事務を処理するため、岡山県保健医療部健康推進課に事務局を置く。 

（会議） 

第７条 協議会の会議は、委員長が招集する。 

 

  附 則 

この規約は、平成１８年１１月２９日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成２２年８月２３日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和元年６月５日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和７年４月１日から施行する。 

  

参考資料５ 
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岡山県自殺対策連絡協議会構成機関・団体名簿  

 

構 成 機 関 ・ 団 体 名 

   岡山県医師会   

   岡山県精神科病院協会 

   岡山県精神神経科診療所協会 

   岡山弁護士会 

   岡山県司法書士会                                  

   (福)岡山いのちの電話協会 

   岡山県民生委員児童委員協議会 

   岡山県愛育委員連合会 

   岡山県経営者協会 

   岡山県保健所長会                                          

   岡山労働局職業安定部職業対策課 

   岡山労働局労働基準部健康安全課 

   岡山県警察本部生活安全企画課 

   岡山県教育庁人権教育・生徒指導課 

   岡山県県民生活部くらし安全安心課        

   岡山県保健医療部医薬安全課 

   岡山県子ども・福祉部子ども家庭課 

   岡山県産業労働部労働雇用政策課 

   岡山県精神保健福祉センター 

   岡山県保健医療部健康推進課 
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岡山県自殺対策連絡協議会の公開について 

 

 

(１) 協議会の公開について 

・会議は原則公開とする。 

・ただし、出席委員の３分の２以上の多数で非公開とすることを議決した

場合は、非公開となる。 

 

(２) 開催の周知 

・会議開催の前までに、開催について報道機関に発表するとともに、健康

推進課ホームページに掲載する。 

 

(３) 報道機関への公開 

・会場内に報道席を設け、会議の取材を可能とする。 

 

(４) 一般県民への公開 

・会場内に傍聴席を設け、会議の傍聴を可能とする。 

・傍聴者の定員は５名程度（先着順）とし、開議前に受け付ける。 

・議事の進行を妨げる者に対しては、議長より退場を命ずることができる。 

・その他詳細は別紙「会議傍聴要領」のとおりとする。 

 

(５) 議事概要等の公開 

・議事概要及び会議資料は、会議終了後健康推進課ホームページに掲載す

る。 
 

    《参考》 
【非公開とすることができる事例の概要】 

○ 法令又は条例の定めるところにより公にすることができないとされている情報 

○ 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定

の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益

を害するおそれがあるもの 

○ 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の

予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある

情報 

○ 県の機関、国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で

あって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者

に不当に利益を与え若しくは不利益を及ばすおそれがあるもの 

  

参考資料６ 



- 90 - 

 

別紙 

傍  聴  要  領 

 

 

岡山県自殺対策連絡協議会 

 

１ 傍聴する場合の手続 

（１）会議の傍聴を希望する方は、会議の開会予定時刻までに、会場受付で氏

名及び住所を記入し、会議の会長の許可を受けたうえで、事務局の指示に

従って会場に入室してください。 

（２）傍聴の受付は、先着順で行い、定員になり次第、受付を終了します。 

 

２ 会議の秩序の維持 

（１）傍聴者は、会議を傍聴するにあたっては、係員の指示に従ってください。 

（２）傍聴者が会議の傍聴をする場合に守っていただく事項に違反したときは、

注意し、なおこれに従わないときは退場していただくことがあります。 

 

３ 会議を傍聴する場合に守っていただく事項 

 傍聴者は、会議を傍聴する際は、次の事項を守ってください。 

（１）会議開催中は、静粛に傍聴し、拍手その他の方法により、言論に対して

公然と可否を表明しないこと。 

（２）騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。 

（３）会場において、飲食又は喫煙を行わないこと。 

（４）会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、あら

かじめ審議会の会長の許可を得た場合はこの限りではない。 

（５）その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。 
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